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第５節 産業技術環境局 

産業技術政策 

１. 2015年度の産業技術政策に関する主な動き（総論） 

我が国を取り巻く経済・社会情勢は、大きく変化して

いる。情報通信技術の急速な発展とグローバル化の発展

に伴い、情報、人、組織、物流、金融など、あらゆるも

のが瞬時に結び付き、相互の影響を及ぼしあう時代に突

入している。それに伴い、既存の産業構造や技術分野を

転々と超えて付加価値が生み出され、イノベーションの

創造プロセスや経済・社会の構造が日々大きく変わりつ

つある。 

 また、知のフロンティアの拡大に伴い、知識や技術の

全てを個人や一つの組織だけで有することが困難とな

っている。このため、新たな価値の創出には、多様な専

門性を持つ人材が結集し、チームとして活動することが

鍵となっている。加えて、イノベーションのスピードを

巡る競争の激化等もあり、民間企業においては、自社の

保有する資源・技術のみを用いて製品開発等を行う、い

わゆる「自前主義」から、戦略的に組織外の知識や技術

を積極的に取り組む「オープンイノベーション」へと舵

を切っていくことが、イノベーションの戦略的な展開に

欠かせないものとなりつつある。 

 2015年度には、2014年６月に公表された産業構造審

議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会の中間

取りまとめを踏まえ、革新的な技術シーズを生み出し、

それを迅速に事業化する「橋渡し」のシステムの構築と、

イノベーションの推進を担う人材の育成・流動化に向け

た取組等を行った。具体的には、産業技術総合研究所（産

総研）における「橋渡し」機能強化のためのイノベーシ

ョンコーディネータの拡充や、理工系人材の育成に関す

る行動計画策定のための「理工系人材育成に関する産学

官円卓会議」の立ち上げのほか、産総研に、人工知能の

研究者や優れた技術を集結させる研究拠点である「人工

知能研究センター」の整備を行った。 

さらに、2015年 12月に産業構造審議会産業技術環境

分科会研究開発・イノベーション小委員会を立ち上げ、

2016年の中間取りまとめに向けた議論を開始した。 

 

１．１．産業構造審議会産業技術環境分科会 

中央省庁改革の一環として、2001 年１月６日をもっ

て産業技術審議会は廃止となり、これに代わり、経済産

業省の産業技術政策を総合的に審議する場として、産業

構造審議会の下に産業技術分科会が設置された。 

その後、当省の政策課題を集中的、効率的に審議でき

るよう、産業構造審議会の組織見直しが行われ、2013

年７月に、産業技術分科会と環境部会の所掌事務を統合

する形で、産業技術に関する各種の政策や環境の保全、

資源の有効利用等に関する事項を審議する産業技術環

境分科会が設置された。当該分科会の下には、研究開

発・イノベーション小委員会、知的基盤整備特別小委員

会地球環境小委員会、廃棄物・リサイクル小委員会及び

産業環境対策小委員会の５つの小委員会が設置されて

いる。 

2015 年度には、イノベーションを創出するための課

題や対応策について検討するために、研究開発・評価小

委員会を改組する形で研究開発・イノベーション小委員

会を立ち上げ、2015 年 12 月から 2016 年４月までの間

に６回開催し、同年５月には具体的な施策を含めた「イ

ノベーションを推進するための取組について」と題する

中間取りまとめを公表するなど、各小委員会においてそ

れぞれが担う政策課題について審議が行われた。 

産業技術環境分科会では、2015 年７月の第２回会合

において、イノベーション政策及び地球環境政策につい

て議論が行われた。 

 

１．２．国立研究開発法人審議会 

2014 年に独立行政法人通則法が改正され、各独立行

政法人の業務の特性に応じたマネジメントや目標管理

を行うために独立行政法人が３つの類型に分けられ、研

究開発を主要な業務として行う法人は「国立研究開発法

人」とされることになった。2015 年４月に改正独立行

政法人通則法が施行されたことにより、経済産業省所管

の独立行政法人のうち産業技術総合研究所、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構、宇宙航空開発機構及び日本

原子力研究開発機構の４法人が国立研究開発法人とな

った。 

「国立研究開発法人」については、主務大臣は中長期

目標設定や業績評価等を行うにあたり「研究開発に関す

る審議会」の意見を聴かなければならないとされている

ことを受け、経済産業省に「研究開発に関する審議会」
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として「国立研究開発法人審議会」を設置し、さらに、

その下に経済産業省所管の各国立研究開発法人の評価

等を審議するための部会（産業技術総合研究所部会、新

エネルギー・産業技術総合開発機構部会、宇宙航空開発

機構部会及び日本原子力研究開発機構部会の４部会）を

設置した。 

2015年度には、同審議会を２回開催し、各法人の 2014

年度に係る業務の実績に関する評価に対する意見等に

ついて審議を行った。 

 

１．３．総合科学技術・イノベーション会議 

（１）総合科学技術・イノベーション会議について 

我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立

場から、総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び

総合調整を行うことを目的とし、2001 年１月に内閣府

に総合科学技術会議が設置され、2014 年５月の「内閣

府設置法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「総合

科学技術・イノベーション会議」と名称変更された。内

閣総理大臣が議長を務め、経済産業大臣を含む関係閣僚

や有識者の 14人が議員となっている。2015年度におい

ては、本会議が 10回開催されたほか、2016年度から始

まる第５期科学技術基本計画策定に向けた調査・検討を

行う基本計画専門調査会等が開催された。 

 

（２）科学技術イノベーション総合戦略 2015 

2015 年６月、世界で最もイノベーションに適した国

を目指し、更なる科学技術イノベーション政策の推進と

着実な実行に向け、「科学技術イノベーション総合戦略

2015」（総合戦略 2015）が策定された。本戦略では、第

５期科学技術基本計画の円滑な始動に向けて、大変革時

代における未来の産業創造・社会変革に向けた挑戦、「地

方創生」に資する科学技術イノベーションの推進、2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機会を

活用した科学技術イノベーションの推進、イノベーショ

ンの連鎖を生み出す環境の整備、経済・社会的課題の解

決に向けた重要な取組の５つの「重点を置くべき政策分

野」が位置づけられた。各政策分野においては、「基本

的認識」及び「重点的に取り組むべき課題」の下、その

解決に向けた「重点的取組」が掲げられた。また、これ

らの政策を強力に推し進め、イノベーションに最も適し

た国を創り上げていくため、総合科学技術・イノベーシ

ョン会議の司令塔機能の発揮の重要性等が明記された。 

 

（３）総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能

の発揮 

科学技術イノベーション政策の司令塔としての総合

科学技術・イノベーション会議の権限、予算両面での機

能強化の取組として、「内閣府設置法の一部を改正する

法律」が 2014年５月に施行されるとともに、革新的研

究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）及び戦略的イノ

ベーション創造プログラム（ＳＩＰ）が創設された。Ｉ

ｍＰＡＣＴにおいては、2015 年４月より追加公募がさ

れた結果、９月に４名のプログラム・マネージャー（Ｐ

Ｍ）が採択され、合計 16名のＰＭによって各研究開発

プログラムが実施された。ＳＩＰにおいても、2015 年

６月、新たに１課題が選定され、合計 11課題の研究開

発が実施された。また、政府全体の科学技術関係予算の

重点化及び関係府省の連携・調整を行うための科学技術

イノベーション予算戦略会議が開催された。 

 

（４）総合戦略 2015における重点化対象施策 

総合科学技術・イノベーション会議の下、総合戦略 

2015 に掲げられた「重点的取組」に該当する関係府省

の取組が「重点化対象施策」として取りまとめられ、2015

年９月の同会議で決定された。 

 

（５）科学技術関係予算の編成方針 

2015年 12月、「平成 28年度科学技術関係予算の編成

に向けて」が策定された。本方針では、我が国の科学技

術振興に必要な、メリハリのある質の高い科学技術予算

を編成・確保するとともに、成果をあげていくよう効果

的・効率的に施策を推進していくべきとされている。 

 

１．４．国立研究開発法人産業技術総合研究所及び国立

研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（１）国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研） 

（ア）概要 

産総研は、2015 年度からスタートした第４期中長期

目標期間において、産業技術政策の中核的実施機関とし

て、革新的な技術シーズを事業化へとつなげる「橋渡し」
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の役割を果たすことを最重要の経営課題と位置付けた。

「橋渡し」機能の抜本的な強化を促すため、目標期間の

終了時（2020 年３月）までに、民間企業からの資金獲

得額を 2014年度までの３年間の実績（平均約 46億円／

年）の３倍（約 138億円／年）以上とすることを目標と

して掲げ取り組むこととした。 

 

（イ）2015年度の主な業務実績 

・「橋渡し」の着実な実施により、企業等との共同

研究や受託研究等による、2015 年度の民間資金

獲得額は前年度 15.6％増の 53.2億円となった。 

 
2011

年度 

2012

年度 

2013

年度 

2014

年度 

2015

年度 

民間資金獲得

額（億円） 
46.7 45.6 45.1 46.2 53.2 

表：民間資金獲得額の推移 

・マーケティングを担う専門人材としてのイノベ

ーションコーディネータを民間企業等外部機関

から積極的に採用し、70 名の体制を整えた。加

えて、公設試験研究機関（公設試）等の人材を

産総研イノベーションコーディネータとして招

聘（55名）し、総勢 125名の体制となった。 

・産総研の職員を出向させる等の人事交流を生か

して公設試等と密接に連携し、地域企業へのマ

ーケティング活動を行った。このような取組の

結果、14 件の中堅・中小企業との受託研究、共

同研究を新たに開始した。 

・地域中核企業からなるテクノブリッジ・クラブ

を各地域センターが所在する地域ごとに創設し

た。全国で 181 社がテクノブリッジ・クラブに

参加し、テクノブリッジ・クラブをきっかけと

して、69 件の受託研究、共同研究等を新たに開

始した。 

・連携企業及び連携候補企業を招待するマッチン

グイベントとしてテクノブリッジフェアをつく

ばセンター及び各地域センターにおいて、さら

に企業を訪問して開催した。また、関西地域の

中小・中堅企業の連携強化を進めるため、大阪

市立工業研究所との包括協定を締結した（2015

年 11月）。 

・民間出身の技術移転マネージャー（14 名）と、

ビジネスモデルの策定や資金調達等のベンチャ

ー創業に係る経験を有するスタートアップ・ア

ドバイザー(６名)をベンチャー開発・技術移転

センターに配置し、ライセンス活動やベンチャ

ー創業等による新市場創出を支援する体制を強

化した。 

・産総研技術移転ベンチャーに対して、知的財産

権の一部譲渡（６社）、独占的実施権の許諾（７

社）、契約一時金免除（７社）等の支援措置を行

った。また、新たに産総研技術移転ベンチャー

を６社認定し、累計 129 社となった。これら産

総研技術移転ベンチャーに対して資金調達や販

路開拓を支援し、産総研技術移転ベンチャー５

社が投資ファンド等から総額約 11.2億円の出資

を受けた。（2014年度実績約 1.7億円の 6.6 倍） 

・大学院生を有給で雇用し、経済的な不安無く学

位取得のための研究活動に専念させるリサーチ

アシスタント制度について、雇用形態を明確化

し、105名を雇用して国の研究開発プロジェクト

や、民間企業との共同研究プロジェクト等に参

画させて人材育成を行った。（2014年度の約 2.4

倍の規模） 

・東日本大震災の復興支援として、福島再生可能

エネルギー研究所において被災地域における新

たな産業の創出を支援する「被災地企業のシー

ズ支援プログラム」を実施し、2015 年度は 25

件のテーマを採択した。さらに、産業人材育成

事業として 2015 年度は地元の大学等と 11 件の

共同研究を行い人材を受け入れ、ポスドク、技

術研修、リサーチアシスタント等で計 65名を育

成した。 

・企業から自然言語処理の第一人者を研究センタ

ー長として迎え入れ、2015 年５月に国内でいち

早く人工知能研究センターを立ち上げ、人工知

能研究を強力に推進した。また、2015年 11月に

は産業を牽引する新素材創出のスピードアップ

を目指した機能材料コンピュテーショナルデザ

イン研究センター等を新設した。 

 

（２）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
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発機構（ＮＥＤＯ） 

(ア）概要 

2013年４月から 2018年３月までの第３期中長期目標

期間において、ＮＥＤＯは、産業技術及びエネルギー・

環境分野の中核的政策実施機関として、内外の最新の技

術動向や政策動向を的確に把握しつつ、政策当局との密

接な連携の下、産学官の機能を組み合わせ、最適な実施

体制を構築し、技術開発事業の適切なマネジメントとそ

の成果の普及等の業務を展開している。なお、2014 年

度末には、プロジェクトマネージャー（以下「ＰＭ」と

いう。）への大幅な権限付与等による技術開発マネジメ

ントの機能強化、新たなイノベーションの担い手として

期待される中堅・中小・ベンチャー企業への支援強化な

ど、技術開発プロジェクト推進体制の抜本的な強化を図

るために第３期中長期目標・計画の変更を行った。 

2015 年度は、技術開発マネジメントの主体がＰＭで

あることをプロジェクト基本計画等にも明記し、プロジ

ェクト内の予算配分や基本計画・実施体制の変更及び委

員会の設置等、ＰＭが主体的に新規技術開発プロジェク

トを立案するプロセスを構築した。また、中小企業への

ＮＥＤＯ事業の浸透を目的とした「地域版ＮＥＤＯフォ

ーラム」の開催、中堅・中小・ベンチャー企業に対する

ＮＥＤＯの認知度向上の取組等により、新規採択額に占

める中堅・中小・ベンチャー企業の採択額の割合 29.0％

を達成し、第３期中長期計画に明記している 20％以上

という目標を大きく上回った。また、オープンイノベー

ションに関する知見・ノウハウの共有を図るとともに、

その取組を産業界に広めるためのマインド形成の場と

して 2014年度に設立された「オープンイノベーション

協議会」(ＮＥＤＯが事務局)は、広報活動の強化等によ

り会員数が大幅に増加し、443社となった。 

 (イ）2015年度の主な業務実績 

（A）技術開発マネジメント関連業務 

 技術開発マネジメント関連業務については、我が国

の産業競争力の強化を通じた経済活性化及びエネル

ギー・環境問題の解決に貢献するよう、[１]ナショナ

ルプロジェクト、[２]実用化促進事業について、ＰＤ

ＣＡ（企画－実施－評価－反映・実行）サイクルを深

化させ、それら各段階におけるより高度な技術開発マ

ネジメントを実施した。 

（B）クレジット取得関連業務 

クレジット取得関連業務の実施に当たっては、経済

産業省及び環境省との緊密な連携の下、「京都議定書

目標達成計画」に沿って実施した。特に、ウクライナ

ＧＩＳ（Green Investment Scheme）事業において、

課題であった未使用金額の返還のための類似に亘る

協議を実施し、951 百万円の返還を受け 2016 年３月

31日時点で、同額を国庫に返納した。 

 また、2015 年 11 月 18 日に京都議定書第一約束期

間及びその調整期間が終了したことを踏まえ、「国立

研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 18 号）」の

規程に基づき、同法による改正前の「国立研究開発法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14

年法律第 145号）」第 15条第２項に基づくクレジット

取得関連業務は、2016年３月 31日をもって廃止され

た。 

（C）債務保証経過業務・貸付経過業務 

 新エネルギーの導入に係る債務保証業務について

は、制度の安定運用を図りつつ、新エネルギーの導入

目標達成に向け、適切に実施した。 

鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債

権の管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画

的に進めた。2015 年度には、残っていた債権の処理

を完了させ、これにより 2015 年度末に鉱工業承継業

務を全て終了した。 

 

２.研究開発支援 

（１）ＮＥＤＯ技術戦略研究センター 

産業技術やエネルギー・環境技術分野の技術戦略の策

定及びこれに基づく重要なプロジェクトの企画・構想等

に取り組む研究機関として、2014 年４月に、ＮＥＤＯ

に技術戦略研究センターを設立した。 

技術戦略研究センターでは、専門的知見や人的ネット

ワーク等を有する者をフェロー等として招へいし、グロ

ーバルな視点で技術戦略を継続的に策定・改訂していく

体制を整えた。また、コンピューティング、人工知能、

ロボット、ナノ炭素、水素、機能性材料等の幅広い技術

分野の中から、ポジション分析によって重点的に取り組

むべき分野を選定し、技術戦略の作成に着手した。 
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（２）産総研人工知能研究センター 

 2015 年５月、国内外の多様な人工知能研究のトッ

プ・新進気鋭の研究者や優れた技術を集結し、先進的な

人工知能の開発・実用化と目的基礎研究の進展の好循環

（エコシステム）の形成を目指して、「人工知能研究セ

ンター」を産総研に整備した。 

 

（３）世界的な研究開発拠点としての「つくばイノベー

ションアリーナナノテクノロジー拠点（ＴＩＡ-nano）」

の形成 

（A）拠点形成に向けた背景 

欧米を中心に、産学官が連携する国際的で、大規

模な研究開発拠点の構築が進められており、国境を

越えて資金・人材が集められているところである

（例：ベルギー“Interuniversity Microelectronics 

Centre”、フランス“ＭＩＮＡＴＥＣ”、米国“Albany 

NanoTech”等）。また、これらの研究開発拠点では、

大学と協力して、最先端研究と次世代人材育成を一

体的に行っているケースが多い。 

このような状況を踏まえ、我が国においても、2009

年６月、産総研、独立行政法人物質・材料研究機構

（ＮＩＭＳ）、国立大学法人筑波大学（筑波大）、一

般社団法人日本経済団体連合会が、世界最高水準の

先端的なナノテクノロジーの研究設備・研究者が集

積するつくばに、ナノテクノロジーの国際的な研究

開発拠点「つくばイノベーションアリーナナノテク

ノロジー拠点（ＴＩＡ－ｎａｎｏ）」を構築するため

に連携する旨を合意し、2012 年度には大学共同利用

機関法人 高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）が

中核機関として加わった。 

ＴＩＡ－ｎａｎｏにおいては、６つのコア研究領

域（ナノエレクトロニクス、パワーエレクトロニク

ス、Ｎ－ＭＥＭＳ、ナノグリーン、カーボンナノチ

ューブ、ナノ安全評価）に重点的に取り組むととも

に、３つのコアインフラ（ナノデバイス実証・評価

ファンドリー、ナノテク共用施設、ナノテク大学院

連携）の整備を行うこととしている。 

 

 

 

図：ＴＩＡ－ｎａｎｏで推し進める「６つの研究コア領

域」、「開発研究連携領域」及び「３つのコアインフラ」 

 

（B）取組 

ＴＩＡ－ｎａｎｏ構築に向けた関係機関の動き等

も踏まえ、内閣府・文部科学省・経済産業省が連携

して、ＴＩＡ－ｎａｎｏ拠点の構築を支援している。 

2015 年度より第２期中期計画(2015-2019 年)が始

動したことに伴い、運営体制の強化を目的として、

事務局内に連携企画、広報の常設チームを設置した。

また、国際連携を促進するために、４機関の国際担

当部局をメンバーとする定期的な連絡体制を新たに

構築した。引き続き、我が国の資源を連動させ、イ

ノベーションを継続的に起こす仕組みを世の中に示

しつつ、ナノテク分野の世界最先端の産学官イノベ

ーションの拠点として、研究設備・研究者の集積を

目指す。 

 

（４）文部科学省・経済産業省合同検討会 

 環境・エネルギー分野等において、我が国が官民の総

力を挙げて 2030年頃の実用化を目指して取り組むべき



259 

革新的技術（非連続型技術）を特定するとともに、特定

された技術の研究開発推進における文部科学省、経済産

業省の役割や両省連携の仕組みについて方向性を示し、

両省に提言することを目的として 2011年に設置された。

2015年度は 10月に第 10回、２月に第 11回が開催され

た。 

 

（５）未来開拓研究 

2012 年４月に取りまとめられた産業構造審議会産業技

術分科会研究開発小委員会報告書の中で、新たな国家プ

ロジェクト制度の創設等が提言された。これを受けて、

文部科学省等との緊密な連携の下、府省縦割りを排除し

て、基礎から実用化まで一気通貫で研究開発を推進する

「未来開拓研究」を 2012年度に創設し、３テーマを指

定した。2013 年度には新たに４テーマを追加し、同年

度以降は計７テーマを実施している。 

 

（６）個別の研究開発事業 

（A）次世代ロボット中核技術開発 

［※2016 年度は、事業名を「次世代人工知能・ロボ

ット中核技術開発」に変更。］ 

2015年度より本事業を開始し、場面や人の行動

を理解・予測し適切に行動する賢い知能や、屋外

で高速かつ精密に距離を計測するセンサや自律的

に多様な作業を実現する制御技術など、未だ実現

していない次世代の人工知能・ロボット技術にお

ける中核的な技術の開発を、産学官の連携により

実施した。 

また、新たな技術の導入にあわせて必要となる

リスク・安全評価手法等の共通基盤技術の研究開

発を実施した。 

（B）インフラ維持管理・更新等の社会課題対応シス

テム開発プロジェクト 

インフラの維持管理・更新等に係るコストの増

大及び技術人材不足の解決を目指し、的確かつ迅

速にインフラの状態を把握できるモニタリング技

術及び人間が容易に立ち入れない場所を点検・調

査するロボット技術等の開発を行っている。 

2014年度に引き続き、各インフラの現場ニーズ

を的確に捉えた技術開発に取り組んだ。モニタリ

ング技術開発においては、センシング技術、イメ

ージング技術等の基盤技術の開発を行い、ロボッ

ト技術開発においては、点検・調査用の各種ロボ

ットシステム開発、及びロボットに搭載可能な非

破壊検査装置の開発を行った。 

(C) 革新的新構造材料等技術開発 

2014年度に引き続き、鋼板、アルミニウム、マ

グネシウム、チタン、炭素繊維、炭素繊維複合材

料の材料開発及び各種部材開発を実施した。マル

チマテリアル化による更なる軽量化に向け、各材

料の高強度化（軽量化）と、高延性化（高加工性）

の両立を促進した。また、高強度材同士や異種材

間の接合技術や、最適な材料設計、評価手法等の

開発も実施した。 

（D）次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジ

ェクト 

パワーエレクトロニクスは､半導体で電圧や電

流を自在に制御し､直流・交流の変換などによる電

力損失を低減させるため、鉄道や家電など多くの

分野で飛躍的な省エネルギーの達成に貢献する。 

2015年度は、鉄道などの具体的な用途展開を前

提としたパワーエレクトロニクス装置の設計、試

作品作製を完了させたほか、革新的な手法を用い

たＳｉＣパワー半導体の開発を行った。 

（E）石狩超電導・直流送電システム技術研究 

超電導送電は、室温よりはるかに低い温度で電

気抵抗がゼロとなる超電導体を用いて行う送電で、

本事業では、比較的高温（－196℃以下）で用いる

ことのできる高温超電導線材を用いた実証開発を

行っている。 

2015年度は、直流電力を要するデータセンター

に対し、太陽光発電設備から直流送電を行うこと

で、技術的、制度的課題を抽出したほか、長距離

送電システム実現のための長距離液体窒素循環シ

ステムの検証等を行った。 

本事業については、当初の成果目標を達成し、

2015年度に事業を終了した。 

（F）ナノ炭素材料実用化プロジェクト 

ナノ炭素材料は、軽量で電気や熱の伝導が良い

などの特長を有し、リチウムイオン電池等で実用
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化されているのを始め、省エネ家電や輸送機器な

ど多くの分野で実用化が見込まれる。 

これまでの開発により実用化フェーズに移行し

つつあるが、依然として実プラントレベルの安定

高効率化と、応用製品化は十分ではない。2015年

度は、ナノ炭素材料の具体的な製品に関する実用

化研究を行うとともに、高効率プラント技術の開

発に取り組んだ。 

（G）革新的水素エネルギー貯蔵・輸送等技術開発 

本事業では、再生可能エネルギーから低コスト

で効率良く水素を製造する技術や、水素をエネル

ギー輸送媒体に効率的に転換・貯蔵する技術開発

等を行う。 

2015 年度は、水電解装置の長期連続運転と性

能・耐久評価を実施した。また、高効率液化プロ

セス成立を確認し、液体水素タンクの断熱技術開

発に取り組んだ。 

（H）エネルギー・環境新技術先導プログラム 

2050年に温室効果ガス半減など、エネルギー・

環境分野の中長期的な課題解決には、既存技術の

延長ではない非連続・革新的な技術開発と実用化

が必要となる。このため、本事業では、従来の発

想によらない新技術の研究を推進し、将来の国家

プロジェクトにつなげるべく、先導研究を行う。 

2015年度は、「地熱発電次世代技術の開発」、「画

期的なエネルギー貯蔵技術の開発」、「ＩｏＴ社会

に向けたデバイス技術の開発」など８つのプログ

ラムを設定し、全体としては、46件のテーマにつ

いて、先導的な研究を実施した。 

（I）先導的省エネルギー産業技術創出事業 

［※2015年度に事業終了。］ 

 本事業では、グリーン・イノベーションのうち

省エネルギー分野の課題解決を目指す研究（課題

解決研究）を行う大学・公的研究機関に所属する

次世代研究者に対し、研究助成を行う。 

2012年度より新規案件を採択しておらず、2015

年度事業においては、2011年度までの採択案件の

後年度負担のみ行った。 

（J）先導的非化石エネルギー産業技術創出事業 

［※2015年度に事業終了。］ 

 本事業では、グリーン・イノベーションのうち

非化石エネルギー分野の課題解決を目指す研究

（課題解決研究）を行う大学・公的研究機関に所

属する次世代研究者に対し、研究助成を行う。 

2012年度より新規案件を採択しておらず、2015

年度事業においては、2011年度までの採択案件の

後年度負担のみ行った。 

（K）イノベーション拠点立地推進事業 

 平成 22年度補正予算において、研究開発と事業

化の間に横たわる「死の谷」の橋渡しを行うため、

実用化一歩手前の試作・評価段階を重点的に支援

する本事業を立ち上げた。 

2010 年度から 2012 年度において５回の公募を

実施し、212 件 419 億円について採択。事業開始

当初は全国を対象としていたが、2012年度に復興

財源へ移ったことにより、対象を被災地に限定し

た。 

2015年度は新規の採択は行わず、採択事業者へ

の補助金支給を行った。 

 

３.産学官連携の動き 

（１）産学官連携体制の整備 

（ア）概要 

ＴＬＯ（Technology Licensing Organization：技術

移転機関）は、大学等の研究者の研究成果を特許化し、

それを企業へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介

役」の役割を果たす組織である。大学等発の新規産業を

生み出し、それにより得られた収益の一部を研究者に戻

すことにより研究資金を生み出し、大学等の研究の更な

る活性化をもたらす「知的創造サイクル」の原動力とし

て産学連携の中核をなす。 

ＴＬＯについては、1998 年に制定された「大学等に

おける技術に関する研究成果の民間事業者への移転の

促進に関する法律（ＴＬＯ法）」において、文部科学大

臣と経済産業大臣により実施計画の承認を受けた承認

ＴＬＯ並びに、国又は独立行政法人における研究成果の

技術移転を行う、所管大臣の認定を受けた認定ＴＬＯが

規定されており、承認ＴＬＯ及び認定ＴＬＯに対して特

許料等の軽減などの措置が講じられている。 

2015年度は１件の実施計画の承認を行い、2015年度
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末現在の承認ＴＬＯ数は 37、認定ＴＬＯ数は２である。 

（イ）事業 

（A）シーズ発掘調査事業及びシーズ活用研究開発事

業（2015年度予算額 2.5億円） 

我が国経済の自立的・持続的な成長のため、大企

業や大学等に眠る技術、アイディア、人材、地域に

眠る資源を最大限に活用し、新事業を生み出す仕組

みを整備するため、シーズ発掘調査事業において、

ＴＬＯ、自治体・公設試、地域金融機関等からなる

コンソーシアムを形成し、大学発の技術シーズの事

業化を総合的に支援する体制を構築し、新事業創出

を促進する取組に対して補助を行った。 

また、シーズ活用研究開発事業において、産学官

の技術や資源を適切に組み合わせた産学官連携体

制の構築を通じて、地域発の優れた実用化技術の事

業化を促進し、新事業の創出に資することを目的と

して、企業と大学等が共同で実施する実証研究に対

して補助を行った。 

2015年度は、シーズ発掘事業２件、シーズ活用研

究開発事業４件の事業を採択し、支援を行った。 

（B）産学連携イノベーション促進事業（2015年度予

算額 40.0億円） 

産学の英知の結集による効率的なイノベーショ

ンの創出による被災地復興を目的として、事業化に

向けた産学連携活動が円滑かつ持続的に実施され

る枠組みを構築し、本格的なオープン・イノベーシ

ョン環境の整備を促進する事業を実施した。2012

年度に、７件の事業を採択し、大学・公的研究機関

等と企業等による特定の研究領域・分野における産

学コンソーシアムの立ち上げに対する支援を行っ

た。2013年度から 2015年度にかけて、2012年度に

構築した産学コンソーシアムの事業計画等（事業化

を見据えた研究テーマ設定段階からの産学連携活

動、産学一体での実践的な人材育成、産学コンソー

シアム活動のための研究開発設備整備、実用化・実

証研究）の実施に対する支援を行った。 

（C）福島県における先端ＩＣＴ実証研究拠点整備事

業（2013年度補正予算額 8.0億円） 

福島県では、東日本大震災からの復興を加速する

ために情報通信産業を新たな柱のひとつとした産

業振興を行っている。 

これを後押しするため、先端ＩＣＴ分野に特に強

みを有する会津大学を 2013年度に福島県を通じて

採択し、2015年度に県内外の産学官の英知を結集し

たオープンデータやビッグデータの活用等を行う

実証研究拠点の整備を支援した。 

 

（２）産業技術人材育成施策 

（ア）概要 

産業界の求める人材ニーズにマッチした産業競争力

に資する人材育成として、技術の事業化を図ることでイ

ノベーションを促進するような実践力のある産業技術

人材の育成が求められている。 

このため、技術人材育成の質の確保に必要な施策等、

人材育成面での産学連携を促進する施策を展開してい

る。 

（イ）理工系人材育成に関する産学官円卓会議 

 2015 年３月に策定された「理工系人材育成戦略」を

踏まえ、同戦略の充実・具体化を図るため、産学官の対

話の場として「理工系人材育成に関する産学官円卓会議」

を文部科学省と共同で設置した。2015 年度は同会議を

計７回開催し、産業界の将来的な人材ニーズを踏まえた

大学等における教育の充実方策、企業における博士号取

得者の活躍の促進方策、初等中等教育等における産業を

体感する取組の充実方策等について、産学官の行動計画

策定に向けた議論を行った。 

（ウ）事業 

（A）中長期研究人材交流システム構築事業（2015

年度予算額 0.6億円） 

理系の人材育成は、特定の専門分野に特化される

傾向にあり、社会的な実践能力を身に付ける機会が

極めて少ない。中長期研究インターンシップは、高

度な専門性のみならず、目的の明確化・プロジェク

ト管理等の社会的な実践能力を身に付ける上で有

効である。 

2013 年度に一般社団法人産学協働イノベーショ

ン人材育成協議会設立を支援し、2014年度から2015

年度にかけて、オンラインマッチングシステムの運

用、各大学へのコーディネーターの配置等の支援を

行った。取組の結果、協議会設立当初、12大学、８
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企業だった会員数は、2015年度末に 12大学、34企

業にまで拡大した。 

 

（３）国立大学法人等によるベンチャーキャピタル等へ

の出資 

我が国の産業競争力を強化するためには、大学の研究

成果の活用を図ることが重要である。2013年 12月に産

業競争力強化法が制定され、国立大学法人等が、国立大

学法人等の研究成果を活用する大学発ベンチャーに対

して経営上の助言等を行う認定事業者（ベンチャーキャ

ピタル等）に対し、出資を行うことが可能となった。こ

れにより、大学の研究成果の活用を図る大学発ベンチャ

ー等を効果的に支援することを可能とし、大学の研究成

果の事業化等を促進する。 

 2015 年度は、６月に大阪大学ベンチャーキャピタル

株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社、

10 月に京都大学イノベーションキャピタル株式会社、

11 月に東京大学の特定研究成果活用支援事業計画の認

定を行った。 

 

４.民間企業が行う研究開発の促進 

（１）研究開発税制のオープンイノベーション型の抜本

的拡充 

我が国が今後 30年、50年経っても世界経済をリード

する存在であるためには、イノベーションの継続的な創

出が不可欠である。そのためには、研究開発投資額とい

ういわば「量」の拡大に加えて、その「質」の向上を図

ることも必要である。この点については、近年、製品や

サービスのライフサイクルの短期化や知識・技術が深化

していること、またグローバルに人材の流動化が起きて

いることなどを踏まえると、企業内部と外部のアイデア

や技術を有機的に結合させて価値を創造する「オープン

イノベーション」が真に根付いていかなければならない。 

しかしながら、我が国のオープンイノベーションの取

組は、国際的に見ても進んでいる状況ではなく、例えば、

企業が支出する研究開発費のうち、大学で使用される割

合はわずか１％程度と、資金の流動性も非常に低く、自

前主義がまだまだ根強い。 

こうしたことを背景に、企業のマインドを自前主義か

らオープンイノベーション志向へ変革することを目指

し、研究開発税制について、オープンイノベーション型

の抜本的拡充を行った。 

具体的には、オープンイノベーション型の控除率を拡

充（12％→20％又は 30％）、対象費用の拡大、控除上限

の別枠化といった措置を講じている。また、総額型とオ

ープンイノベーション型について、それぞれ控除上限を

25％、５％の恒久的措置としたほか、繰越控除制度は廃

止としている。 

 

（２）技術研究組合法 

制度  

研究開発促進税制 

売上高に対する試験研究費の割合に応じ、試験研究費の総額の８％～10％を税額控除 

税額控除額の上限：法人税額の 25％（恒久的措置） 

 

上記恒久措置に加え、 

[１]試験研究費の増加額の５～30％を税額控除（増加型） 

[２]試験研究費の額が売上金額の 10％を超える場合、その額に一定の割合を乗じた額を税額控除（高水

準型） 

（[１]、[２]いずれかの選択適用で２年間（2016年度末まで）の時限措置） 

税額控除額の上限：[１]、[２]とも総額型と別枠で法人税額の 10％ 

特別試験研究に係

る税額控除制度 

産学官連携により共同研究又は委託研究を行った場合、その際に要した額（特別試験研究費）の下記割

合を税額控除 

 ・相手方が大学・特別研究機関等の場合 30％ 

 ・相手方がその他（企業間、中小企業からの知財権使用）の場合 20% 

税額控除額の上限：法人税額の５％（恒久的措置） 

中小企業技術基盤

強化税制 

中小企業の支出した試験研究費の総額の 12％を税額控除。（恒久的措置) 

税額控除額の上限：法人税額の 25％（恒久的措置） 

 

表：研究開発税制の詳細 
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技術研究組合は、1961年に制定された「鉱工業技術

研究組合法」に基づき、企業、大学、独立行政法人等の

多種多様な組織が一つの研究開発目標の下、共同で研究

開発を行うために主務大臣認可により設立される組織

である。主な特徴として、[１]法人格を有していること、

[２]賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用

されること、[３]組合が有する試験研究用資産に優遇税

制（圧縮記帳）が適用されること等がある。同法制定以

来、2015年度末までに 251件（全省庁分）の技術研究

組合が設立された。 

また、昨今、研究開発力の強化に資するものとして、

外部資源を活用したオープンイノベーションへの期待

が高まる中、従来制度の使い勝手を向上させるため、

2009年６月には「技術研究組合法」へと抜本的な改正

を行い、[１]設立組合員数の緩和、[２]大学・独立行政

法人の組合員資格の明確化、[３]株式会社への組織変更

等を可能としている。 

法改正の効果により、法改正当時 32件だった組合数

は、2015年度末時点で 51件に増加した。また、技術研

究組合から株式会社への組織変更第１号として、2014

年５月には「グリーンフェノール・高機能フェノール樹

脂製造技術研究組合」が、「グリーンフェノール株式会

社」に組織変更を行っている。 

 

（３）オープンイノベーションの推進 

我が国のイノベーションシステムの強化のためには、

日本の持つ「強み」「優位性」を活かした戦略策定の下、

国内外問わず優秀な人材・技術を確保・流動化しながら、

企業・大学・ベンチャー企業等、プレイヤーの垣根を打

破してそれを流動化させ、各プレイヤーが総じて付加価

値を創出するための「オープンイノベーション」の推進

が必要である。オープンイノベーション推進の観点から、

税制面等でのインテンセィブの付与、優れた技術シーズ

と事業化との間の「死の谷」を乗り越えるための「橋渡

し」機能の強化を行うとともに、オープンイノベーショ

ンのメリットや具体的方法への理解を我が国企業に広

く浸透させることが重要である。国内の 700を超える民

間事業者・大学・研究機関・自治体等が主体となった「オ

ープンイノベーション協議会」では具体的なビジネスを

創り出すためのベンチャー企業とのマッチングイベン

トやオープンイノベーションの先進事例の紹介、啓発普

及活動などを実施することでオープンイノベーション

の促進を図っている。 

(ア) 事業概要 

（A）中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 

中堅・中小企業等は特定の優れた技術を有してい

ても、事業化を目指すためにはそれのみでは不十分

なことがあるため、革新的な技術シーズを事業化に

結びつける「橋渡し」機能を有する研究機関との共

同研究を行う事業者に対する支援を行っている。

2015年度には、144の研究機関が「橋渡し研究機関」

としての要件に該当していることをＮＥＤＯが確認

し、それらの機関の能力を活用して共同研究を実施

する 43事業者に対して支援を行った。 

（B）研究開発型ベンチャー支援事業 

我が国は優れた技術力を有しており、それを活用

したベンチャー企業の創出・発展のポテンシャルは

大きい。2015 年度は研究開発型ベンチャーの育成と

エコシステム構築を図るため、ハンズオン機能のあ

る国内外のベンチャーキャピタル（ＶＣ）等を 12社

認定し、認定されたＶＣが出資するベンチャー企業

19社に対し実用化開発支援を行った。 

 

５.知的財産の創造への支援 

（１）特許料等の減免制度 

「大学等における技術に関する研究成果の民間事業

者への移転の促進に関する法律（ＴＬＯ法）」に基づく、

2015年度における承認ＴＬＯ及び認定ＴＬＯに対する

特許料及び審査請求料の軽減実績は、それぞれ 626件、

168件であり（2014年度はそれぞれ 670件、183件）、「産

業技術力強化法（産技法）」に基づく、2015年度におけ

る大学及び大学研究者に対する特許料及び審査請求料

の軽減実績は、それぞれ 4,148件、3,074件であった

（2014年度はそれぞれ 3,520件、3,545件）。 

また、産技法等に基づく、2015年度における研究開

発型中小企業に対する特許料及び審査請求料の軽減実

績は、それぞれ 15,234件、4,858件であった（2014年

度はそれぞれ 15,301件、4,860件）。 

（2014年１月 19日に「産業活力の再生及び産業活動の

革新に関する特別措置法」が廃止され、2014年 1月 20
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日以降、承認ＴＬＯに対する特許料等の軽減措置の根拠

法律はＴＬＯ法となった。） 

 

（２）日本版バイ・ドール制度 

日本版バイ・ドール制度は、産技法に基づき、政府資

金による委託研究開発（独立行政法人等を通じて行うも

のを含む。）及び請負ソフトウェア開発の成果に係る特

許権等を、同法第 19条第１項各号に定められた一定の

条件を受託者が約束する場合に、受託者に帰属させるこ

とを可能とする制度である。 

2015 年度においても引き続き、経済産業省が実施し

た研究開発委託事業に本制度を適用した。 

 

（３）委託研究開発における知的財産マネジメントに関

する運用ガイドライン 

（ア）背景 

経済産業省は、日本版バイ・ドール制度の運用等、国

の委託による研究開発プロジェクトにおける知的財産

マネジメントの在り方について検討を行い、2015 年５

月に委託研究開発における知的財産マネジメントに関

する運用ガイドラインとして取りまとめた。 

（イ）当ガイドラインの概要 

（A）成果の事業化の重要性などの基本的な考え方を

明示した。 

（B）研究開発の委託者に、プロジェクトごとに当該

プロジェクトの知的財産マネジメントに係る基本的

な方針（「知財方針」）を策定することを原則義務付

けた。 

（C）プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連

の業務手順を提示した。 

（D）留意事項として、以下の内容等を整理した。 

・成果を事業化に結び付けるため、想定されるパタ

ーンごとに、参考となる知財の柔軟な帰属の在り方

や活用方策を提示した。 

・日本版バイ・ドール制度に基づき「活用されてい

ない」とみなされる「相当期間」の目安を提示した。 

・プロジェクト参加者が保有済みの関連知財（バッ

クグラウンドＩＰ）を融通し合う際の留意点を整理

した。 

（E）知財方針・知財合意書の作成例を提示した。 

 

６.研究開発の評価 

（１）評価実施実績 

産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベ

ーション小委員会評価ＷＧは、経済産業省の研究開発事

業等の評価の実施、審議及び研究開発の評価システムや

手法など、評価の在り方についての審議を行っている。 

 技術に関する施策評価は、各年度の評価実施計画で対

象となった技術施策について、当該施策の下に位置付け

られる技術に関する事業を俯瞰し、各事業の相互関係等

に着目した評価を実施している。 

＜2015年度 技術に関する施策評価実施案件＞ 

 ・宇宙産業プログラム（技術に関する事業評価 12件

を含む。） 

   技術に関する事業ごとの評価については、研究開発

制度及びプロジェクトを対象としている。 

 事前評価は、新規に事業を開始する前に実施し、中

間・終了時評価は、各年度の評価実施計画で対象となっ

た事業について実施している。 

 

  下表に 2015年度に経済産業省が実施した研究開発評

価の実績を示す。 

 

（２）追跡調査・追跡評価 

今後の研究開発マネジメントの向上に資する情報を

得るため、研究開発事業終了後の実用化状況等に関する

追跡調査・追跡評価を実施している。 

2015年度は、追跡調査 43事業、追跡評価は 2事業を

対象に実施している。 

 

７.国際協力への取組 

（１）科学技術協力協定に基づく二国間協力 

表：2015年度研究開発評価実績 

研究開発評価の種類 評価実施件数 

技術に関する施策評価 １件 

技術に関す

る事業評価

（研究開発

制度評価及

びプロジェ

クト評価） 

事前評価（事業開

始前に実施。） 
14件 

中間・終了時評価

（事業実施途中及

び終了後に実施。） 

34件 
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我が国では、科学技術協力をより一層推進させるため、

二国間の科学技術協力協定を締結し、研究者等の国際的

交流、国際的な共同研究開発、定期的な情報交換や共同

シンポジウムの開催、人材交流等を行っている。締結状

況は次のとおりである。 

締結国：47か国・機関（2015年 10月現在） 

米国、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、

オランダ、スウェーデン、フィンランド、カナダ、

オーストラリア、韓国、中国、インド、イスラエ

ル、ロシア、旧ソ連（10 か国）、ポーランド、旧

ユーゴスラビア（６か国）、ブラジル、インドネシ

ア、ルーマニア、ブルガリア、チェコ、スロバキ

ア、ハンガリー、ノルウェー、南アフリカ共和国、

ベトナム、スイス、ニュージーランド、ＥＵ、ス

ペイン、エジプト 

 

（２）国際共同研究の推進 

（ア）エネルギー・環境分野の国際共同研究 

 2009 年の日米クリーンエネルギー技術協力の合意に

基づき、2010 年よりエネルギー・環境技術分野におけ

る国際共同研究を主に米国と進めている。革新的エネル

ギー技術国際共同研究開発事業では、温室効果ガス削減

に資する 2050年頃に実用化されるような革新的エネル

ギー技術について、欧米等各国に展開した国際共同研究

を実施し、海外の優れた知見及び技術を取り込み活用す

ることで、効率的かつ加速的に研究開発を推進した。 

また、2015年 12月に国連気候変動枠組条約の「第 21

回締結国会議（ＣＯＰ21）」が開催され、2020年以降の

全ての国が参加する国際枠組みである「パリ協定」が採

択された。クリーンエネルギー関連の研究開発強化に係

る国際イニシアティブ「ミッション・イノベーション」

が立ち上げられ、日本も賛同を表明した。本イニシアテ

ィブでは、技術開発投資の倍増、国際共同研究の推進な

ど、温室効果ガス削減ポテンシャルの高い革新的技術の

開発を加速することが発表され、我が国が地球規模・長

期の温暖化対策でしかるべき貢献をしていくためにも、

革新的エネルギー技術によるイノベーションの創出が

不可欠である。 

（イ）日イスラエル間の国際共同研究 

 経済産業省及びイスラエル経済省間で 2014年７月に

締結された産業Ｒ＆Ｄ協力に関する覚書に基づき、共同

研究に関する資金支援の枠組みを構築し、イスラエルと

の研究開発協力を実施している。2015年度には４件の

事業を採択し、事業を開始した。また、2016年３月に

は日イスラエル産業技術政策対話及びビジネスフォー

ラムを開催し、イノベーション創出に向けた会談及び両

国企業間におけるビジネスマッチングを行った。 

 

（３）ＡＰＥＣ科学技術イノベーション政策パートナー

シップ（ＡＰＥＣ／ＰＰＳＴＩ） 

ＡＰＥＣ／ＰＰＳＴＩ（科学技術イノベーション政策

パートナーシップ）は、これまで開催されてきたＩＳＴ

ＷＧ（産業科学技術作業部会）の後継として 2013年から

開催されている。2015 年５月にはフィリピンにおいて

第５回ＡＰＥＣ／ＰＰＳＴＩ会合が開催された。ＡＰＥ

Ｃ／ＰＰＳＴＩでは、政府の関係者の他、産業界、学会

の参加を得てイノベーションについての議論を行って

いる。 

 

（４）ＯＥＣＤ科学技術政策委員会 

（ＣＳＴＰ：Committee for Scientific and 

Technological Policy） 

ＣＳＴＰは、1969 年に設立された科学研究委員会を

前身とし、数回の改組の後、1972 年に現行の組織とな

った。 

本委員会は、科学技術政策に関する情報交換・意見交

換を行うとともに、科学技術・イノベーションが経済成

長に果たす役割、研究体制の整備強化、研究開発におけ

る政府と民間の役割、国際的な研究開発協力の在り方等

について検討を行っている。日本からは、経済産業省、

文部科学省の２省体制で対応している。 

また、ＣＳＴＰ傘下のＴＩＰ（Working Party on 

Innovation and Technology Policy：イノベーション技

術政策作業部会）においても、年２回会合を開催し、生

産性の向上、知識の創出・普及・活用、持続可能な成長

等に向けて、イノベーションの観点から分析・助言を行

い、各国の科学技術支援システムとその国際的な関連に

ついての相互理解を向上させることを目的に活動して

いる。2015年度は、System Transformation（実証や規

制等、政策によって誘導されるイノベーションの事例分
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析に関する取組）及び Knowledge Triangle（研究機関

だけではなく教育機関がイノベーションに大きな役割

を果たすとし、高等教育機関、資金供給、地域システム、

イノベーションシステムの評価法等、エコシステムを事

例分析する取組）の２テーマについて、各国の調査・分

析が行われた。 

 

（５）ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログ

ラム（ＨＦＳＰ：Human Frontier Science Program） 

生体の持つ複雑かつ優れた機能の解明を中心とする

基礎研究を国際的に共同して推進し、その成果を広く人

類全体の利益に供することを目的として、我が国が

1987 年のヴェネチア・サミットにおいて提唱し、創設

された国際共同研究助成制度。参加国・地域（運営支援

国・地域）は、日本、米国、イギリス、ドイツ、フラン

ス、イタリア、カナダ、スイス、韓国、オーストラリア、

ＥＵ、インド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガ

ポールの 15か国・地域となっている。 

事務局は国際ヒューマン・フロンティア・サイエン

ス・プログラム推進機構が務めており、経済産業省から

は 2015年度分として 4,324千米ドルの拠出を行った。

尚、ＨＦＳＰの研究助成制度の１つである研究グラント

事業（国際共同研究チームへの研究費助成）について、

2015年度は 98件を採択した。また、研究グラント受賞

者の中からこれまで 26人がノーベル賞を受賞している

（2015年度までの総計）。 

 

８.産業技術に関する調査 

世界経済の活動のグローバル化が加速し、国際競争が

激化する中、我が国が持続的な経済成長を通じて豊かな

国民生活を実現していくには、世界の動向を見据えた上

で、成長分野における創造的・革新的な研究開発を促進

してイノベーションを生み出すとともに、その成果を効

果的に活用するための環境の整備が極めて重要であり、

こうした課題の解決に資する研究開発を強化するため

の投資の拡充、産学連携の推進や技術人材育成等の産業

技術政策を強力かつ戦略的に推進していくことが必要

である。 

このため、国内外の研究開発の動向等を的確に捉え、

我が国の産業技術政策の国際的な観点からの比較・検証

及び国際競争力強化を目指した研究開発戦略の検討等

に必要となる調査分析を行い、実態を踏まえた効果的か

つ合理的な産業技術政策の企画立案等に役立てた。 

具体的には、我が国企業のイノベーション創出活動、

研究開発税制の海外主要国の制度や国内での利用実態

や、大学発ベンチャーの成長要因に関する調査及び研究

開発事業終了後の実用化状況等に関する追跡調査・追跡

評価等を実施した。 
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基準認証政策 

１．基準認証政策に関する主な動き（総論） 

経済社会におけるグローバル化の進展や技術の進歩に

伴い、我が国の標準化を取り巻く環境は著しく変化してい

る。国際的な環境変化を機敏に捉え、迅速かつ柔軟に対応

するとともに、産業競争力を強化する視点から、標準化戦

略の重要性が高まっている。 

このような背景の下、「日本再興戦略 改訂 2015」（2015

年 6月 30日閣議決定）において、「標準化官民戦略に基づ

く新市場創造型標準化制度を活用し、優れた技術・製品の

標準化を 2020 年までに 100 件実現」、「一般財団法人日本

規格協会（ＪＳＡ）における標準化専門人材の体制強化」、

「中堅・中小企業等の標準化案件に対する支援体制の強化」

が盛り込まれた。 

また、「知的財産推進計画 2015」（2015年６月 19日知的

財産戦略本部決定）や「知的財産戦略調査会 10 の提言」

（2015 年５月 27 日知的戦略調査会決定）において、「中

堅・中小企業の標準化支援の加速のため、自治体や産業支

援機関等の幅広い関係者との連携の元で支援体制の構築」、

が盛り込まれた。 

そして、新市場の創造や産業競争力の強化につながる戦

略的な標準化の推進のため、2014 年５月に「標準化官民

戦略」を策定し、官民が緊密に連携して取り組むべき具体

策をとりまとめた。本戦略に基づき、複数の関係団体に跨

がる融合技術や中堅・中小企業を含む特定の企業が保有す

る先端技術の迅速な国内標準化（ＪＩＳ化）や国際標準化

提案を可能にする「新市場創造型標準化制度」を 2014 年

７月に創設した。「新市場創造型標準化制度」において、

2015 年度内に中堅・中小企業を含む特定企業から提案さ

れた 14 件の案について国内標準化、１件の案について国

際標準化を行うことが決定し、日本規格協会（ＪＳＡ）が

標準原案の作成に着手した。 

（参考）新市場創造型標準化制度について 

 

 

２．標準化政策 

２．１．国内標準（ＪＩＳ） 

2015 年度における日本工業規格(ＪＩＳ)の制定・改正

については、日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）標準第一部

会、標準第二部会で了承された「平成 27 年度工業標準化

審議予定一覧」等に基づき、官民の役割分担を明確にする

との基本的な考え方の下、重点化・優先順位付けを行い、

着実に進めた。 

 具体的には、発光ダイオード（ＬＥＤ）モジュールを活

用した照明装置のさらなる安全性向上のために、ＪＩＳ  

C8154（一般照明用ＬＥＤモジュール－安全仕様）の改正、

災害種別ごとの避難場所の方角・距離など、標識に記載す

る情報に関するルールを定めたＪＩＳ Z9098（災害種別避

難誘導標識システム）や、子ども用衣料の安全性に関する

ＪＩＳ L4129（子ども用衣料の安全性- 子ども用衣料に附

属するひもの要求事項）を制定するなど、ＪＩＳ整備を進

めた。 

 上記のような重点的取組により、2015年度中に制定 177

件、改正 357件のＪＩＳを公示した。2016年３月末現在、

10,542件が制定されている。 

 

２．２．国際標準（ＩＳＯ/ＩＥＣ） 

（１）戦略的国際標準化の推進 

 我が国産業の国際競争力を強化する観点から、国際標準

化機構（ＩＳＯ）及び国際電気標準会議（ＩＥＣ）におけ

る戦略的な国際標準化の推進が重要であり、次のような取

組を行った。 

○協調高度道路交通システム（ＣＩＴＳ） 用地図情報に

関する国際標準化 

自動走行との連携が期待されるＣＩＴＳ用地図データ

ベースには、道路や建物などの静的データに自車周辺の移

動体や事故情報といった動的データを重ね合わせること

で高度化された地図情報（ダイナミックマップ、下図参照）

が含まれている。この中の、静的情報に関する国際標準規

格(ＩＳＯ14296：ＣＩＴＳにおける地図データベース仕様

の拡張）については、欧米の標準化機関である欧州標準化

委員会（ＣＥＮ）、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）、

米国自動車技術会（ＳＡＥ） 等とも連携しながら、日本

から積極的に提案し、2016 年２月に国際標準規格発行さ
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れた。 

（参考）ダイナミックマップ 

 

○電気エネルギー貯蔵システムに関する国際標準化 

 電気エネルギー貯蔵システムに関する評価方法の検

討・開発はＩＥＣにおいて、個別の機器（蓄電池、電力変

換装置等）毎にそれぞれの専門委員会（ＴＣ）で議論され

てきたが、電気エネルギー貯蔵システム全体についての国

際規格開発を行うＴＣ（ＩＥＣ/ＴＣ120）が我が国の提案

により 2012 年 10 月に設立され標準化活動を進めてきた。

当該ＴＣにおいて、我が国が幹事国として、蓄電池を使用

した電気エネルギー貯蔵システムの安全性に関する規格

の 2016年春提案に向けて準備を進めた。 

 

（２）ＩＳＯ/ＩＥＣ総会、理事会等の上層委員会への積

極的対応 

ＩＳＯにおける総会、理事会、技術管理評議会（ＴＭＢ）、

適合性評価委員会（ＣＡＳＣＯ）、ＩＥＣにおける総会、

評議会、標準管理評議会（ＳＭＢ）、適合性評価評議会（Ｃ

ＡＢ）等の上層委員会に対しては、ＪＳＡに設置した委員

会と協力して対応した。 

上層活動への人的貢献及び関与としては、ＩＥＣについ

ては、パナソニック株式会社の野村淳二氏が会長（任期：

2014 年～2016 年）を務めた。さらに、継続的に評議会、

ＳＭＢ、ＣＡＢ、市場戦略評議会（ＭＳＢ）に委員を派遣

している。ＩＳＯについても、継続的にＩＳＯ理事会、Ｔ

ＭＢに常任メンバーとして委員を派遣している。 

 

２．３．諸外国との連携 

（１）ＷＴＯ/ＴＢＴ委員会 

標準化を含む基準認証分野における政府間の国際的な

ルールについて規定する、ＷＴＯ/ＴＢＴ協定（貿易の技

術的障害に関する協定）に基づき、同協定の実施及び運用

を目的としたＴＢＴ委員会が年に３回程度開催されてお

り、我が国として 2015 年度も引き続き同委員会での積極

的な発言等を行った。 

 

（２）多国間標準化協力 

（ア）北東アジア標準協力フォーラム 

日中韓３か国の標準化活動における連携強化及び個別

分野での協力の推進を目的とし、３か国の標準化機関、そ

の他民間団体等からの出席の下、北東アジア標準協力フォ

ーラムが 2002年から毎年開催されている。2015年６月に

は、第 14回会合を中国・青島にて開催し、ＩＳＯ/ＩＥＣ

等の国際標準化活動における個別分野の協力に関する意

見交換を行った。 

（イ）太平洋地域標準会議（ＰＡＳＣ） 

ＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における環太平洋地

域の連携強化及び参加促進を目的とし、1972 年に米国の

提唱により発足した。2015 年３月末時点で、24 の国・地

域が加盟している。2015年５月には、第 38回総会がイン

ド・ニューデリーにて開催され、ＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際

標準化活動や地域標準化活動等の最近の動向及び個別分

野の情報交換等を行った。 

（ウ）ＡＰＥＣ/基準・適合性小委員会（ＳＣＳＣ） 

ＡＰＥＣエコノミー間で基準認証分野に関する意見交

換及び協力を行うことを目的とし、1994年に発足した。 

2015年８月にフィリピン・セブにてＡＰＥＣ2015/ＳＣ

ＳＣ２（2015 年第２回ＳＣＳＣ会合）が開催され、我が

国よりＩＳＯ5001（エネルギーマネジメントシステム）に

関するＡＰＥＣプロジェクトの完了報告等を行った。 

また、2016年２月には、ペルー・リマにてＡＰＥＣ2016/

ＳＣＳＣ1（2016年第１回ＳＣＳＣ会合）が開催され、我

が国よりＷＴＯ／ＴＢＴ委員会の動向やＶＡＰ（規格整合

化調査）の取組、抗菌性能試験方法に関するＡＰＥＣプロ

ジェクトに関する発表を行った。 

（エ）ＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ 

我が国とＡＳＥＡＮとの間で基準認証分野に関する意

見交換を行うことを目的に、1999年にＡＣＣＳＱ-ＭＥＴ

Ｉが発足した。 

本小委員会のＡＳＥＡＮ側の参加者は、アセアン品質標

準諮問委員会（ＡＣＣＳＱ）のメンバーである。 

2015年４月にフィリピン・マニラにてＡＣＣＳＱ-ＭＥ

ＴＩ会合が開催され、双方が関心を有する分野における標
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準化活動に関する情報・意見交換が行われた。 

 

（３）二国間等標準化協力 

（ア）ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣ/ＪＩＳＣ協力協定 

 日欧間で規格策定等の情報交換を行うことを目的に、我

が国とＣＥＮ、ＣＥＮＥＬＥＣとの間でそれぞれ覚書（Ｍ

ｏＵ）を締結していたが、欧州側より日欧標準化機関間の

より一層の協力関係を構築することを目的とした両協力

文書の一本化の要望を受け、2014 年 11 月にＣＥＮ/ＣＥ

ＮＥＬＥＣ/ＪＩＳＣ協力協定が締結された。 

 2015年 12月に、ベルギー・ブラッセルにおいて、ＣＥ

Ｎ／ＣＥＮＥＬＥＣとＪＩＳＣとの会合を開催し、循環経

済や標準必須特許などについて意見交換を行った。 

（イ）日中標準化協力ダイアログ 

中国国家質量監督検験検疫総局(ＡＱＳＩＱ)国家標準

化管理委員会（ＳＡＣ）との間で、両国の基準認証政策に

関する情報交換、ＩＳＯ/ＩＥＣ等国際標準化活動におけ

る協力・連携等を目的とし、2007 年から日中標準化協力

ダイアログを実施している。2015年６月の第 14回北東ア

ジア標準協力フォーラムに併せて第８回会合を開催し、両

国の基準認証分野における関連政策・活動及びＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の協力に関す

る意見交換を行った。 

（ウ）日韓基準認証定期協議 

韓国産業通商資源部（ＭＯＴＩＥ）技術標準院(ＫＡＴ

Ｓ)との間で、両国の基準認証政策に関する情報交換、Ｉ

ＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動に係る課題及び個別分野

の標準化活動における協力・連携等を目的とし、1979 年

から日韓基準認証定期協議を実施している。2015 年６月

の第 14 回北東アジア標準協力フォーラムに併せて第 32

回会合を開催し、両国の基準認証分野における関連政策・

活動及びＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における個別

分野の協力に関する意見交換を行った。 

（エ）日米基準認証協議 

 経済産業省、米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）

及び米国国家規格協会（ＡＮＳＩ）との間で、1997 年よ

り実施している。2015 年５月にはＰＡＳＣニューデリー

会合の場を活用し、両国の標準化の最新動向の紹介などを

行った。 

（オ）標準化・認証協力文書 

 アジア市場を開拓する日系企業を支援するとともに、二

国間協力を強化することを目的として署名された標準

化・認証協力文書に基づき、インドネシア及びベトナムに

おいて分野別標準化プロジェクトを実施した。 

（カ）ＪＩＣＡ集団研修 

2016 年度にアセアン諸国を対象として独立行政法人国

際協力機構（ＪＩＣＡ）によって実施される電気電子分野

における国際標準の活用を目的とした研修の準備・調整を

行った。 

 

２．４．標準化人材の育成 

我が国の国際標準化活動の強化に当たっては、国際標準

化人材の育成が不可欠である。ＩＳＯやＩＥＣなどの国際

標準制定の会議に実際に出席する国際標準化の専門家に

は、専門分野の技術的知識だけでなく、語学力や交渉力、

国際標準の制定や周辺動向にかかる多様な知識が必要と

される。このため、以下の取組を実施した。 

国際標準制定業務に携わる人材向けに、ＩＳＯ/ＩＥＣ

専門業務用指針や国際標準化を巡る動向を内容とする研

修を、ＪＳＡと協力して実施した。 

また、若手人材等を対象とした、国際標準化実務の遂行

能力に加え、グローバルに通用する交渉力及びマネジメン

ト力を兼ね備えた人材育成を目的とした研修をＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ分野について実施した。 

 さらに、次世代国際標準化人材の育成のため、大学への

講師派遣（2015年３月末時点で延べ 19大学（東京理科大

学、電気通信大学、日本大学等））、を実施するとともに、

一回限りの標準化講座ではなく複数回の標準化講座開設

へ向け、カリキュラムの提供や主任講師の派遣などの支援

を行い、2016 年度からは大阪大学、長岡科学技術大学、

山口大学、横浜国立大学において通期もしくは複数回の標

準化講座が開設されることとなった。 

 

２．５．基準認証政策に関する普及・広報 

基準認証政策への理解の増進及び制度の活用促進を図

るためには、普及・広報活動が重要である。 

毎年、工業標準化推進月間である 10 月に工業標準化事

業表彰を行っている。2015 年度は、ＪＩＳＣ会長という

要職を６年にわたり務め、日本のプレゼンスを高めたほか、

国際標準化の重要性を説き、官民の場において体制や基盤
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の整備を進めるなど、我が国の国際標準化活動の推進に極

めて顕著な功績のあった野間口有氏に対し内閣総理大臣

表彰を、工業標準化事業に率先して取り組み、その功績が

顕著な個人 20 名及び２組織に経済産業大臣表彰を、さら

に、国際標準化活動等を幅広い側面から支える関係者 25

名に対して産業技術環境局長表彰（国際標準化貢献者表彰、

国際標準化奨励者表彰、工業標準化功労者表彰）を行った。 

その他、工業標準化推進月間においては、ポスターの全

国配布や懸垂幕の掲示、「標準化と品質管理」全国大会・

地区大会（一般財団法人日本規格協会主催）における講演

等を実施した。 

また、中小企業や地域支援機関等へ向けた標準化活用の

ためのセミナーやパンフレットの配布を行ったほか、主に

児童向けに子ども霞が関見学デーへの出展など、積極的に

普及・広報活動を行った。 

 

３．認証政策 

３．１．国内における適合性評価制度の的確な運用 

（１）ＪＩＳマーク表示制度 

（ア）制度の概要 

工業標準化法によるＪＩＳマーク表示制度は、品質等を

ＪＩＳで具体的に規定し、これに適合する製品やその包装

等には、ＪＩＳ適合品であることを示す特別な表示（ＪＩ

Ｓマーク）を付けることができる制度であり、製品の取

引・使用・消費の合理化等を目的としている。 

2016 年３月末時点で約 1,400 の規格が認証の対象とな

っており、約 8,700件が認証されている。 

（イ）制度の信頼性確保の取組 

ＪＩＳマーク表示制度では、国は登録認証機関に対する

監督措置（報告徴収、立入検査等）を実施することとされ

ており、認証取得事業者に対する監督については一義的に

登録認証機関にその責務がある。これに加え、国も認証取

得事業者に対して必要に応じて報告徴収、立入検査及び表

示の除去命令を行うことができ、ＪＩＳマーク制度の信頼

性を確保することとしている。 

2015 年度も違反工場への厳格な対応、認証取得事業者

に対する立入検査、試買検査の実施、ＪＩＳマーク表示制

度に関するブロックセミナー（国内 11 地域及び韓国）等

を実施した。 

 

（２）ＪＮＬＡ制度 

工業標準化法に基づく試験所登録制度（ＪＮＬＡ制度）

は、試験成績書の信頼性確保を目的として、試験所の能力

に関する要求事項を規定した国際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ 

17025） に適合する試験事業者を登録する制度である。登

録の対象となる試験方法はＪＩＳの試験方法であり、登録

された試験方法の範囲内において、特別な標章（ロゴ）付

きの試験成績表（証明書）を発行することができる。2015

年度は、土木建築分野を中心に８件の新規登録があった。

なお、2016 年３月末時点での登録試験事業者数は 225 で

ある。 

 

３．２．国際的な適合性評価制度に対する取組 

ＩＳＯ9001（品質）やＩＳＯ14001（環境）といった、

企業の組織管理に関する要求事項を定めたマネジメント

システム規格の適合性を評価するマネジメントシステム

認証は、国際的にも普及している代表的な認証制度である。

近年では、ＩＳＯ50001（エネルギー）、ＩＳＯ22301（事

業継続）等、ＩＳＯやＩＥＣにおける規格開発に伴って、

新たな分野における認証サービスの提供が行われている。

我が国では 90 年代前半からマネジメントシステムに関す

る認証が導入され、2016年３月現在、国内で約 50の認証

機関が民間の認定機関（公益財団法人日本適合性認定協会

（ＪＡＢ）等）の下に活動している。また、日本国内では

ＩＳＯ9001 については約 46,000、ＩＳＯ14001 について

は約 24,000 の組織が認証を受けている（ＩＳＯ survey 

2014より）。 

 

３．３．グローバル認証基盤整備事業 

世界的な市場拡大が期待される再生可能エネルギーの

導入やスマートグリッドの構築のためには、機器・システ

ムの安全性や性能について国際的に認められることが重

要であり、そのための試験・評価を行うことのできる認証

基盤が必要である。 

他方、国内においては、大型パワーコンディショナー及

び大型蓄電池の性能・安全性に関する試験、評価を行う施

設が存在しないことから、国立研究開発法人産業技術総合

研究所（産総研）福島再生可能エネルギー研究所において

大型パワーコンディショナの試験・評価施設を、独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）において大型蓄電
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池の試験・評価施設を整備し、両施設とも 2016 年４月か

ら運用を開始した。 

 

３．４．適合性評価手続の効率化の推進 

 貿易の円滑化のため、輸出国側で行われた適合性評価手

続を輸入国側で活用する制度の一つとして、政府間の相互

承認協定（ＭＲＡ）がある。相互承認協定とは、安全確保

等を目的として製品等に対して設定される技術基準や適

合性評価手続が、国の間で異なる場合であっても、輸出国

側の第三者適合性評価機関（ＣＡＢ）が輸入国側の技術基

準及び適合性評価手続に基づいて評価を行った場合、その

評価結果を輸入国内で実施した適合性評価と同等の保証

が得られるものとして相互に受け入れることとする協定

である。輸出事業者にとっては、適合性評価手続を自国内

で終了させることができるため、時間とコスト両方の削減

が見込まれる。2016 年３月末現在、電気製品分野におい

ては、ＥＵ、シンガポール、タイ及びフィリピンとの間で

相互承認に係る協定を締結している。 

 

４．計量行政・知的基盤整備政策 

４．１．知的基盤の整備 

知的基盤とは、研究開発を始めとする知的創造活動によ

り創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、

経済活動等の促進のベースとして活用されるもの（研究用

材料、計量標準、計測・分析・試験評価に係る方法及びそ

れらに係る先端的機器並びにこれらに関連するデータベ

ース等）である。 

第４期科学技術基本計画（2011 年８月閣議決定）に基

づき、産業構造審議会・日本工業標準調査会の合同会議で

ある知的基盤整備特別委員会において取りまとめた第２

期知的基盤整備計画では、「計量標準」「微生物遺伝資源」

及び「地質情報」の３分野の新たな整備計画・具体的な利

用促進方策について、それぞれの整備実施機関において次

のように整備することとされている。 

計量標準については、ユーザーニーズを踏まえた物理標

準、標準物質の整備を前提に、整備計画の定期的な見直し

とともに、整備された成果を評価する等のＰＤＣＡサイク

ルの実施や、官民の役割分担として民間の役割の拡大、計

量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）運用の改善を図る

こととした。また、中堅・中小企業の利用を促進するため、

中堅・中小企業に対する支援、利用促進に向けた環境整備、

競争力強化と利便性向上に資する技術支援等を進めてい

くこととした。 

微生物遺伝資源については、その整備に当たって、質・

量ともに世界トップクラスを目指すものとし、中堅・中小

企業の利用を促進することを前提に、中堅・中小企業の支

援、利用促進に向けた環境整備、バックアップ拠点の整備、

既存ユーザーの支援等を進めていくこととした。 

地質情報については、その整備に当たって防災等の基礎

となる地質情報の充実を図るとともに、一般国民等にも分

かりやすく使いやすい地質情報の提供、専門家・事業者に

よる２次利用の促進等を進めていくこととした。 

2015年 11月に開催した知的基盤整備特別小委員会では、

同月に公表された第５期科学技術基本計画の答申素案を

踏まえ、今後の第２期知的基盤整備計画の取組の方向性に

ついて確認を行ったところである。 

 

４．２．知的基盤整備の状況 

（１）計量標準分野（物理標準、標準物質） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）計量標

準総合センターにおいて、物理標準について、科学技術計

算に用いられる「基礎物理定数（アボガドロ定数、プラン

ク定数の精密決定）」を開発した。また、標準物質につい

ては、ＪＩＳ対応のための容量分析用亜鉛標準物質、水道

法対応の臭素酸イオン標準液及び塩素酸イオン標準液、質

量分析計による同位体比分析の基準として用いられる同

位体標準物質（鉛）など 13物質を開発した。 

 

（２）微生物遺伝資源分野（産業有用微生物等） 

バイオテクノロジーの基盤を成すものとして独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に生物遺伝資源機

関を設置し、2014 年までに産業有用微生物約 8.7 万株等

の遺伝資源提供を可能とする体制を確立した。2015 年度

には微生物約 0.2万株を追加整備し、これまでに整備した

ものと合わせ、微生物約 8.9万株の生物遺伝資源を整備し

た。 

また、2015 年度は延べ約 1.8 万株の微生物を企業等へ

提供した。 

地震等災害発生時に、企業等が保有する生物遺伝資源が

滅失することによる事業継続への影響を最小限とするた
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め、生物遺伝資源をバックアップする体制を確立し、2015

年度には企業等から 1,729 株のバックアップを受け入れ、

これまでに受け入れたものと合わせ、1,974株を保管した。  

 

（３）地質情報分野（地質図、海洋地質図、活断層図、火

山地質図等） 

地質分野の知的基盤については、産総研地質調査総合セ

ンターにおいて整備を実施しており、2015 年度には、５

万分の１地質図幅を１区画出版し、20 万分の１地質図幅

を１区画改訂した。ウェブ公開している 20 万分の１日本

シームレス地質図については、データの更新を行った。ま

た、次世代シームレス地質図については、公開へ向けた最

終調整を行った。 

沿岸域地質情報については、駿河湾沿岸域の海陸シーム

レス地質情報集のウェブ公開に向けた編集を行った。海洋

地質図については２枚を出版し主要４島周辺海域の全 49

区画の整備を完了した。また、南西諸島周辺海域の海洋地

質調査を継続して実施し、海洋地質図１枚を出版した。 

活断層データベースについては、約 980件の新規データ

を追加した。また、2014 年にウェブで公開した津波堆積

物データベースに青森県太平洋沿岸、宮城県石巻平野、福

島県北部太平洋沿岸のデータを追加した。 

火山地質情報については、噴火中の火山の火山噴出物の

物質科学的研究を推進するとともに、富士火山の地質図を

完成させた。 

さらに、水文環境図を１枚完成させた。アジア鉱物資源

データベースのデータを更新し、オンライン版アジア鉱物

資源図の個票データの編集を行った。 

 

４．３．知的基盤整備に係る国際的対応 

（１）計量標準分野における国際的対応の強化 

（ア）国際度量衡委員会相互承認協定（ＣＩＰＭ ＭＲＡ） 

国家計量標準機関の維持する計量標準の世界的な同等

性を確立し、同機関が発行する校正・測定証明書の相互承

認を提供するため、メートル条約のもとに設置された国際

度量衡委員会において、1999年 10月に「国際度量衡委員

会相互承認協定」（ＣＩＰＭ ＭＲＡ）が結ばれた。2016

年３月末現在、ＣＩＰＭ ＭＲＡの署名機関は 101計量標

準機関（97か国・４国際機関から）となっている。 

また、ＣＩＰＭ ＭＲＡに基づくものを含め、計量標準

の国際的な同等性を確保するために必要となる国際比較

については、2015年度に 16件実施した。 

（イ）アジア太平洋計量計画（ＡＰＭＰ） 

ＡＰＭＰはアジア太平洋地域の計量標準の水準向上を

図る機関として設立され、近年ではＣＩＰＭの地域計量組

織として計量標準の相互承認等に係る活動も行っている。

第 30 回総会は、2015 年 11 月、中国において開催され、

メートル条約のもとでのグローバルな相互承認協定（ＣＩ

ＰＭ ＭＲＡ）のアジア太平洋地域における発展に向けて

活発な議論が行われた。総会の他、分野ごとに技術課題や

ＡＰＭＰでの活動計画について議論が行われた。 

（ウ）日中計量標準会議 

日中計量標準協力を促進するため、2001 年９月に中国

国家質量監督検験検疫総局の計量司との間で二国間の覚

書を締結し（2006年、2012年に更新）、定期的な会議を開

催してきた。2015 年は第 11 回会議が 12 月に東京で開催

され、日中両国の計量分野の活動に関する情報共有や意見

交換を行った。 

（エ）日韓法定計量協力委員会（旧名：日韓計量計測標準

協力委員会） 

2001 年に締結された産総研計量標準総合センター（Ｎ

ＭＩＪ）と韓国技術標準院（ＫＡＴＳ）との覚書（2012

年２月に更新、委員会名称改訂）に基づき、2015年 11月、

第 38 回日韓法定計量協力委員会が日本の産総研関西セン

ターで開催された。日韓双方の計量法関連の執行状況や国

際整合への対応状況及び日韓で行っている研究の進捗に

ついて議論を交わした。 

（オ）国際計量研究連絡委員会 

1977 年、メートル条約及び国際法定計量機関（ＯＩＭ

Ｌ）を設立する条約に基づく国際活動に対する国内関係者

の情報交換及び調整を行う委員会として、国際計量研究連

絡委員会が設置された。2015年度は、2015年９月及び 2016

年３月に委員会が開催され、９月には今後の標準整備の取

組、国際単位系改定関連プロモーション等について、３月

にはメートル条約関連組織の活動状況、国際単位系改定関

連プロモーション等について議論が行われた。 

 

（２）地質情報分野における国際対応の強化 

我が国の成果をアジアに還元するとともに地域の持続

可能な発展に資するため、国際機関である東・東南アジア
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地球科学計画調整委員会(ＣＣＯＰ)の協力を推進し議長

国として活動している。ＣＣＯＰでは日本企業がアジアで

活動する際に必要な地下資源、地質災害リスク、環境汚染

などの情報について日本が利用できる環境を整備すると

ともに、産総研地質調査総合センターの調査解析手法を標

準手法として普及を進めた。2015 年度には、産総研地質

調査総合センター主導で地質情報共有システムプロジェ

クトを開始し、データベースソフトを開発した。また、タ

イで地中熱利用システムの適用実証試験を行い、熱帯地域

における地中熱利用の可能性を確認した。地質災害の低減

とリスク評価研究のための国際コンソーシアム(Ｇ－ＥＶ

ＥＲ)の活動では、参加する各国と連携して、東アジア地

質災害情報図を完成した。 

 

（３）微生物遺伝資源分野における国際対応の強化 

生物遺伝資源の原産国の主権的権利を規定した生物多

様性条約を踏まえ、原産国から適正に生物遺伝資源を我が

国に移転し活用するための二国間の包括的な合意書（ＭＯ

Ｕ）に基づき、我が国企業等における海外生物遺伝資源へ

のアクセスに対する支援を行うことにより、ミャンマー

（約 650株）、モンゴル（約 60株）から微生物資源の移転

を行い、産業利用のための解析を実施している。2015 年

度以前に移転した株のうち、解析が終了した株については、

産業利用のために、ＮＩＴＥからスクリーニング株として

提供できる体制を整えた。 

生物多様性が豊かで世界的にメガ・ダイバシティ国家と

言われているインドネシアにおいて、インドネシア産微生

物資源の保全と持続可能な利用を目的に、インドネシア初

の国際標準を満たす国立微生物資源センターの構築を目

指した地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（Ｓ

ＡＴＲＥＰＳ）事業を 2011年度より開始し、2015年度を

もって終了した。最終年度となった 2015 年度は、本事業

においてインドネシアで分離された微生物株を保全する

とともに、我が国等インドネシア以外の国でも利用可能と

するための微生物供給体制を構築した。 

また、ＡＳＥＡＮ諸国（カンボジア、インドネシア、ラ

オス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベト

ナム）、中国、韓国、モンゴル、インド及び日本の 23機関

が加盟する多国間での生物遺伝資源の活用を目指すアジ

ア・コンソーシアム（事務局：ＮＩＴＥ）の第 12 回会合

（総会）が 2015年 10月にインドネシアで開催され、アジ

ア生物遺伝資源機関ネットワーク、人材育成、生物資源移

転管理に関する３つのタスクフォースについて報告が行

われ、引き続きこれらの分野における協力関係を強化して

いくことで合意した。 

生物多様性条約に基づく名古屋議定書の採択と各国が

進める国内法令制定等の影響を鑑み、主要な生物多様性条

約締約国会議、名古屋議定書政府間委員会、それらに関す

る専門家会合に出席し、各国法令に関する情報収集を行い、

その情報をウェブで公開した。 

 

４．４．計量行政をめぐる動き  

経済活動、産業活動、国民生活にとって、適正な計量が

行われることは必要不可欠であり、「計量法」においては、

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量関係機関の

連携の下、着実に適正な計量の実施を確保するため、各制

度が規定されている。経済・社会のニーズの変化に対応し

た見直し等を行うため、2015 年度には、地方自治体をは

じめとした計量関係団体と、計量制度の様々な課題につい

て意見交換を行い、検討の方向性を整理した。 

 また、現在の計量行政における実態を踏まえ、計量制度

の必要な改善点等を明確にする観点から、2016 年２月か

ら、「計量制度に関する課題検討会」を開催し、計量業界

団体・機関、有識者、計量行政従事者等から意見を聴取し、

今後あるべき計量行政の基本的方向を見据えた計量制度

の見直しについて検討を行った。 

 

４．５．計量制度の的確な運用 

（１）特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）の的確な運

用 

 特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）はダイオキシン

類等極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、

2001年６月の計量法の改正により導入され、2002年４月

に施行された認定制度である。制度創設後、認定数は順調

に伸びたものの、その後、減少傾向に転じ、2015年度末

の特定計量証明事業者数は 93事業者となり、前年度末の

100事業者から更に減少した。 

 

（２）計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）の推進 

計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）は、国家計量
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標準の整備と校正機関の審査・登録により、校正の国家計

量標準へのトレーサビリティを確保する制度である。この

制度は 1988 年４月の計量法の改正により導入され、1993

年 11 月に施行された。登録事業所数は増加傾向が続いて

おり、2015 年度末における登録事業所数は 263 事業所と

なった（前年度末 259事業所）。また、2015年度のＪＣＳ

Ｓ校正証明書の発行件数は 497,761 件となり（前年度

483,235件）、増加傾向が続いている。 

 

（３）計量士国家試験、計量士の登録等の着実な実施 

特定計量器の検定・検査その他の計量管理を適確に行う

ために必要な知識・経験を有する者として、国家試験に合

格する等の基準を満たした者に対し、計量士の資格を付与

している。計量士は一般計量士と環境計量士（濃度関係、

騒音・振動関係）からなる。 

2016 年３月に、第 66 回計量士国家試験を実施した

（7,662名が出願）。 

2015 年度の計量士の登録者数は、一般計量士 109 名、

環境計量士（濃度関係）385名、環境計量士（騒音・振動

関係）100名であり、計 594名が登録を行った。 

 

（４）適切な法令の解釈・運用、地方自治体、独立行法人

等との連携の強化等 

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量行政関係

機関からなる全国計量行政会議を 2016 年２月に開催した。

また、同会議の下部組織となる法令解釈委員会、技術委員

会、適正計量委員会を開催し、関係諸機関と緊密な連携の

下で「計量法」の的確な解釈・運用を推進するとともに、

「計量法関係法令の解釈運用等について」の改正を行った。 

 

４．６．計量行政に係る国際的対応 

（１）特定計量器の技術基準の国際整合化 

技術革新や国際整合化等に柔軟に対応することを目的

に、特定計量器等の技術的基準を定めている特定計量器検

定検査規則（検則）等の省令をＪＩＳ化し、これを引用す

ることを進めており、2015 年度は、圧力計、濃度計等の

15 器種及び家庭用特定計量器に関し、ＪＩＳ引用を行っ

た。これによって、全特定計量器の技術基準がＪＩＳ化さ

れたことになる。引き続き、技術革新及び国際整合化等の

観点から必要に応じて引用したＪＩＳに関する改正の検

討を行っており、2015 年度はアネロイド型血圧計等の７

器種について改正の検討を行った。 

 

（２）国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）への対応 

国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）の国際勧告、国際文書の

審議に対応するため、国内に国際法定計量調査研究委員会

を組織し、我が国提案を反映させるべく取り組んだ。また、

2015年10月にフランスのアルカションで開催された第 50

回国際法定計量委員会（ＯＩＭＬの執行機関（ＣＩＭＬ）

年次会合）においては、包装商品のラベル表示や自動車用

圧縮ガス燃料の計量システム（試験報告所の様式）等の三

つの国際勧告案や二つの国際勧告改定のためのプロジェ

クトチームの承認がなされたほか、ＭＡＡ（計量器型式証

明書の相互受入取り決め）制度に替わる新しい制度（ＯＩ

ＭＬ-ＣＳ）への移行に向けた議論がなされた。 

 

（３）アジア太平洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）へ

の対応 

2015 年 10 月に、米国のホノルルで第 22 回アジア太平

洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）総会が開催され、各

作業部会（ＷＧ）等からの活動報告等が行われた。また、

我が国から、2016 年については、日本で開催することを

提案し、承認された。 

 

４．７．計量行政に関する普及・広報 

 計量に関する知識の普及・向上を図るため、11月を「計

量強調月間」、11月１日を「計量記念日」としている。2015

年 11 月２日に計量記念日式典及び計量関係団体等と協力

して「計量記念日全国大会」を開催した。 

 計量記念日式典では、経済産業大臣表賞として計量関係

功労者 14 名、特別計量関係貢献者１名、優良適正計量管

理事業所１事業所、産業技術環境局長表彰として計量制度

運営等貢献者 12名を表彰した。 

 

４．８．計量行政審議会の活動 

 計量行政審議会は、経済産業大臣の諮問機関であり、計

量単位や特定計量器の検定、計量標準、計量士といった計

量法に基づく必要な事項等を調査審議している。 
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環境政策 

１．2015年度の環境関連政策に関する主な動き（総論） 

１．１．地球温暖化対策に関する国際面の主な動き 

地球温暖化問題は世界全体で取り組むべき喫緊の課題

である。 

Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ （ Intergovernmental Panel on Climate 

Change：気候変動に関する政府間パネル）の第５次評価報

告書統合報告書（2014 年）は、1880～2012 年において世

界平均地上気温が 0.85[0.65～1.06]℃上昇したこと、

1901～2010 年において世界平均海面水位が 0.19 [0.17～

0.21]m 上昇したこと、雪氷の広範囲にわたる融解等を明

らかにし、気候システムの温暖化については疑う余地がな

いと結論付けた。 

地球規模での対策を進めるためには、米国や中国を始め

とした主要排出国の取組への参加が不可欠であり、全ての

国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みの構築を目指

して、国際交渉を進めていく必要がある。 

こうした考え方の下、2015年 12月にフランス・パリに

て開催された第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議

（ＣＯＰ21）において、全ての国が参加する公平で実効的

な 2020 年以降の法的枠組みの採択を目指した交渉が行わ

れ、その成果として「パリ協定」が採択された。 

また、我が国が独自に目指す地球温暖化対策の在り方と

しては、我が国が世界に誇る低炭素技術・製品・サービス

等を国内外に展開することにより、地球規模の排出削減を

伴った形での経済成長に貢献していくことも重要である。 

こうした考えの下、二国間合意に基づき、日本の優れた

技術による相手国の削減分を日本の削減分として評価す

る「二国間クレジット制度（ＪＣＭ）」について、2014年

度は、４月にカンボジア、５月にメキシコと導入に合意し

た。 

 

１．２．地球温暖化対策に関する国内面の主な動き 

我が国における 2014 年度の温室効果ガスの総排出量は、

13億 6400万トン（ＣＯ2換算）であり、2013年度総排出

量比 3.1％の減少、2005年度比で 2.4％の減少と、震災後

初めて総排出量、エネルギー起源ＣＯ2（11 億 8900 万ト

ン）、電力分野のＣＯ2（４億 5700万トン）が減少した。 

京都議定書の約束期間以降である 2020 年以降の削減目

標が求められている中、我が国では、2015年７月 17日地

球温暖化対策推進本部にて、2030 年度の削減目標を 2013

年度比で 26%減（2005年度比で 25.4%減）とするという「日

本の約束草案」を決定した。これは同月に策定された長期

エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）とも整合的

なものとなっている。 

さらに、2015年 11月にはＣＯＰ21において全ての国が

参加する公平で実効的な 2020 年以降の法的枠組みの採択

を目指した交渉が行われ、その成果として、翌月には「パ

リ協定」が採択された。 

これを受け、2015 年 12 月 22 日に行われた地球温暖化

対策推進本部では、安倍総理から「我が国は１．イノベー

ション。特に、革新的技術による解決の追求 ２．国内投

資を促し、国際競争力を高める ３．国民に広く知恵を求

めるという原則に沿って経済成長と地球温暖化対策を両

立させ、国際社会を先導していく」とする方針が示され、

国内の取組方針として、2016 年春までに地球温暖化対策

計画を策定すること等が決定された。2016 年３月には、

産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会中

央環境審議会地球環境部会合同会合で地球温暖化対策計

画が了承された。 

 

１．３．廃棄物・リサイクル対策に関する主な動き 

近年、ごみ処分場の残余容量や資源の枯渇は、我が国の

みならず世界的に大きく懸念される問題となっている。こ

うした中、良好な環境の維持と持続的な経済成長を両立さ

せるために、循環型社会の構築を進め環境制約・資源制約

を同時に克服する手段として、３Ｒ(Reduce, Reuse, 

Recycle)政策は今後ますます重要性が高まるものと考え

られる。経済産業省では、2015 年度、主に以下の政策を

実施した。 

１．各種リサイクル法の適正な執行 

２．レアメタルリサイクル対策 

３．アジア循環型経済社会圏構築に向けた取組 

４．３Ｒ政策の普及啓発 

 

１．４．産業公害対策に関する主な動き 

産業活動を原因とする公害については、高度経済成長の

時代以来大幅な改善がなされてきたが、新製品や新技術の

開発によって発生する新たな物質によって環境への影響

が生じる場合等は、引き続き適切な対策を講じる必要があ
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る。このため、経済と環境の両立を念頭に、現状における

課題の解決や環境への負荷の未然防止の取組を行った。具

体的には、１.事業者によるＶＯＣ排出の抑制のための取

組のフォローアップ、２.「水銀に関する水俣条約」に係

る対応、３.ＰＣＢ廃棄物の期限内処理の徹底に向けた取

組、４.「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の

規制に関するバーゼル条約」等の環境関連条約の着実な履

行、５．公害防止管理者制度の点検評価、６．公害防止設

備に係る財政投融資の延長等を実施した。 

 

１．５．環境配慮型産業の振興施策に関する主な動き 

環境と産業の両立に向けて、生産システム・製品のグリ

ーン化等、事業活動の様々な面に環境配慮をビルトインし

ていくとともに、積極的な環境情報の提供、ステークホル

ダーとの交流・協調により、環境経営を推進した。 

また、カーボンフットプリントコミュニケーションプロ

グラム（ＣＦＰプログラム）又はＭｉＬＣＡにより、製品

の原材料調達から製造、使用、廃棄までのライフサイクル

全体又はその一部の温室効果ガス排出量を算定した事業

者が、別途取得した同量のクレジットによる埋め合わせ

（カーボン・オフセット）を行ったことを事務局が認証し、

製品等への認証マークの使用を認める「ＣＦＰを活用した

カーボン・オフセット制度」を実施した。 

 

２．地球温暖化対策 

２．１．地球温暖化防止のための国際交渉 

（１）国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ） 

2015年 11月 30日～12月 13日に、フランス・パリにお

いて、ＣＯＰ21、京都議定書第 11 回締約国会合（ＣＭＰ

11）等が行われた。 

パリ協定においては、世界共通の長期目標として、平均

気温の上昇について、工業化以前よりも２℃を十分に下回

ることや、世界の平均気温の上昇を工業化以前よりも

1.5℃高い水準までのものに抑える努力を追求することへ

の言及、主要排出国を含む全ての国が自国が決定する貢献

（Nationally Determined Contribution, 以下「ＮＤＣ」

という。）を５年ごとに提出・更新すること、各国はＮＤ

Ｃの目的を達成するため緩和に関する国内措置を遂行す

ること、各国の次のＮＤＣはその時点のＮＤＣを超える前

進を示すこと、共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告

し、レビューを受けること、二国間オフセット・クレジッ

ト制度（以下「ＪＣＭ」という。）を含む市場メカニズム

の活用、森林などの吸収源及び貯蔵庫の保全・強化の重要

性、途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み

等の実施と支援、適応の長期目標の設定及び各国の適応計

画プロセスと行動の実施、先進国が引き続き資金を提供す

ることと並んで途上国も自主的に資金の提供を行うこと、

イノベーションの重要性、５年ごとに世界全体の進捗状況

を把握する仕組み等が規定された。 

 

（２）国連交渉以外での取組 

我が国では、国連での気候変動交渉以外の取組も精力的

に実施してきている。 

建物及び産業分野における省エネ技術の普及、温室効果

ガスの削減等の加速を目的としたイニシアティブである

エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ（ＧＳ

ＥＰ）で我が国が議長を務める電力ワーキンググループで

は、2014年 11月のＧ20ブリスベンサミットで合意された

「省エネ行動計画」のうち発電分野の活動推進のため、

2015 年５月にトルコにて高効率低排出（ＨＥＬＥ）に資

するクリーンコール技術についての知見の共有を図るワ

ークショップを開催した。また、2015 年７月にはトルコ

にてＨＥＬＥ発電技術促進に関するベストプラクティス

の共有を図るワークショップを開催するとともに、石炭火

力発電所における省エネ診断を実施した。これらの成果は

2015年 10月のＧ20エネルギー大臣会合に報告され、活動

の進捗が歓迎された。鉄鋼ワーキンググループでは、2016

年２月に東京にて会合を開催し、参加各国の官民によるエ

ネルギー管理に関する知見について記載されたブックレ

ットを作成・採択し、あわせて当該ＷＧの活動終了を決定

した。 

 

２．２．Innovation for Cool Earth Forum の開催 

地球温暖化問題は、喫緊の課題であるとともに経済成長

と両立しながら世界が一体となって長期にわたって取り

組むべき課題であり、これを解決する鍵は「イノベーショ

ン」である。 

このような認識のもと、安倍総理の提唱により、地球温

暖化問題解決のイノベーションを促進するため、世界の産

学官のリーダーが議論するための知のプラットフォーム、
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いわば「エネルギー・環境技術版ダボス会議」として政府

は Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣＥＦ)を 2014

年から毎年東京で開催している。 

第２回年次総会は 2015年 10月７日～８日に開催し、約

70 か国から約 1,000 名超（うち外国人約 400 名）が参加

した。当該会合においては、１.革新的技術の開発・普及

に係る民間の取組みを促進する政策の実施、２.共通の将

来ビジョンに基づく具体的行動計画の策定、３.多様な資

金メカニズム等による途上国における技術普及の促進、の

３点を柱とする提言が発表された。また、直近１年間に発

表された優れた技術開発・ビジネスモデル・政策をトップ

10 イノベーションとして選定した。さらに、革新的な低

炭素技術の開発・普及にむけたビジョンを共有し、具体的

な取組につなげるものとして「 Rooftop Solar with 

Storage」のロードマップの素案を作成した。 

その後、年次総会での議論を反映したロードマップを

「Distributed Solar and Storage –ＩＣＥＦ Roadmap 1.0」

としてＣＯＰ21 のサイドイベントで発表した。 

 

２．３．二国間クレジット制度の具体化 

我が国は、優れた低炭素技術・製品等の普及による海外

における温室効果ガス排出削減への貢献を促進させるた

めの取組として、二国間等の枠組みを通じ、我が国の有す

る低炭素技術・製品の普及による海外における温室効果ガ

ス排出削減への貢献を適切に評価する「二国間クレジット

制度（ＪＣＭ：Joint Crediting Mechanism）」の構築を推

進している。 

2015 年度は、５月 13 日にサウジアラビア、５月 26 日

にチリ、９月 16 日にミャンマー、11 月 19 日にタイとの

間で、ＪＣＭ制度導入に関する二国間文書への署名を行っ

た。また、プロジェクトの案件発掘及び組成のための調査

事業（18 件、10 か国）を実施した。また、優れた低炭素

技術・製品等の導入による温室効果ガス排出削減効果の測

定・報告・検証等を行う実証事業（10 件、４か国）を実

施した（2015年度予算：24億円）。 

さらに、ＣＯＰ21 では、ＪＣＭの二国間文書に署名し

た 16 か国（当時）が一堂に会する「ＪＣＭパートナー国

会合」を開催し、ＪＣＭプロジェクトの進捗を歓迎すると

ともに、ＪＣＭを通じた優れた低炭素技術の普及により、

温室効果ガスの排出削減を実現していく意図を確認した。 

 

 

２．４．地球温暖化対策計画の検討 

ＣＯＰ21 における新たな国際枠組みに関する合意の状

況を踏まえ、2015年 12月に産業構造審議会産業技術環境

分科会地球環境小委員会 中央環境審議会地球環境部会

合同会合で地球温暖化対策計画の検討が開始され、2016

年３月には同会合で地球温暖化対策計画が了承された。  

 

２．５．低炭素社会実行計画（自主行動計画）の評価・検

証 

産業界においては、1997 年に日本経済団体連合会（経

団連）が環境自主行動計画を策定して以降、各業界団体は

自主的に地球温暖化対策に取り組んできた。自主行動計画

に続く新たな計画として、2013 年１月に「経団連低炭素

社会実行計画（フェーズ１）」、2015年４月に「2030年に

向けた経団連低炭素社会実行計画（フェーズ２）－産業界

のさらなる挑戦－」が経団連から発表され、１．国内の事

業活動における 2020 年、2030 年の削減目標の設定、２．

消費者・顧客を含めた主体間の連携の強化、３．国際貢献

の推進、４．革新的技術の開発、に取り組むことで、産業

界は地球温暖化対策に一層の貢献を果たしている。経団連

に加盟していない個別業種も含め、これまでに 115 業種

(産業部門：53業種、業務その他部門：41業種、運輸部門：

17業種、エネルギー転換部門：４業種)が温室効果ガス排

出削減計画（以下、これら個別業種単位の計画を「低炭素

社会実行計画」という。）を策定し、産業・エネルギー転

換部門の排出量の約８割、全部門の約５割をカバーするに

至っている。政府としては、低炭素社会実行計画の透明

性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、低炭素社

会実行計画の評価・検証制度として、関係審議会等による

定期的なフォローアップの実行を進めることとしている。 
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 2014年度実績に基づく 2015年度の評価・検証は、審議

の活性化を図るため、事前の書面質疑応答等のフォローア

ッププロセスを行った上で実施した。各業種の 2020 年目

標に対する 2014 年度実績の進捗状況については、経済産

業省所管 41 業種のうち、26 業種が 2014 年度時点で既に

2020年度目標を上回る一方で、３業種において 2014年度

実績が基準年度実績を上回る結果となっている。なお、５

業種については、2014 年度に目標の引上げを行った。ま

た、各業種の 2030年目標については、経済産業省所管 41

業種の全てが設定するとともに、他部門での貢献は 37 業

種が取組進捗を報告、海外での削減貢献は 24 業種が取組

進捗を報告、革新的技術は 24業種が取組進捗を報告した。 

 各業種の取組状況を踏まえながら、2015 年６月には、

我が国における自主的取組の有効性への理解を促進する

とともに、今後の自主的取組の在り方について検討するこ

とを目的としてＩＥＡ主催による自主的取組に関する国

際ワークショップをパリで開催した。 

 さらに、電力業界においては、長期エネルギー需給見通

しにおいて 2030 年度の電力需給構造が示され、これに併

せて、2015 年７月に主要な事業者が参加する電力業界の

自主的枠組み（国のエネルギーミックス及びＣＯ２削減目

標とも整合する二酸化炭素排出係数 0.37kgＣＯ２/kWh を

目標）が発表され、2016 年２月には、電気事業低炭素社

会協議会が発足し、個社の削減計画を策定し、業界全体を

含めてＰＤＣＡを行う等の仕組みやルールが発表された。

電力業界の自主的枠組みについても、審議会（産業構造審

議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資源・エネルギ

ーワーキンググループ）においてフォローアップすること

とし、引き続き実効性・透明性の向上と、掲げた目標の達

成に真摯に取り組むことを促すこととしている。 

今後も、低炭素社会実行計画を産業界の中心的役割を果

たすものとして位置づけ、引き続き、事業者による自主的

取組を進めていく。 

 

２．６．Ｊ－クレジット制度の推進 

 中小企業等の省エネ設備の導入や再生可能エネルギー

の活用等によるＣＯ２の排出削減量や適切な森林管理に

よるＣＯ２吸収量をクレジットとして認証し、カーボン・

オフセット、地球温暖化対策推進法の調整後ＣＯ２排出量

の報告や低炭素社会実行計画の目標達成等に活用するＪ

－クレジット制度を運営した（経済産業省・環境省・農林

水産省により運営）。 

 2015 年度は、３回の運営委員会と６回の認証委員会を

開催し、１件の方法論を策定するとともに、59 件のプロ

ジェクトを承認した。また、131 件、40.4 万 tＣＯ２のＪ

－クレジットを認証した。 

  

２．７．京都メカニズムの主な動き 

（１）京都メカニズムを活用するための基盤整備  

京都議定書目標達成計画に基づき、ＣＤＭ理事会、ＪＩ

監督委員会及び下部機関に当たる専門家会合等の議論に

ついて情報分析を行い、国際的な議論の場への参加及び意

見提出を実施した。  

 

（２）京都メカニズムクレジットの償却 

京都議定書第一約束期間において、これまで京都メカニ

ズムを通じて政府が取得してきた約 9700 万トン分のクレ

ジットを償却、日本の京都議定書目標達成に貢献した。（日

本の京都議定書目標達成は、2016年 3月 31日に正式に決

定した。） 

 

２．８．二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術に関する取

組 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ：Carbon dioxide Capture 

and Storage）技術とは、化学プラント・製油所・発電所

等から排出されるガスからＣＯ２を分離・回収し、地中に

長期隔離することにより、大気中へのＣＯ２放出を低減し、

地球温暖化を防止する技術である。ＣＣＳは地球温暖化対

策の重要な選択肢の一つとして、世界各国で実用化に向け

た取組が活発化しているところであり、我が国もＣＣＳ実

用化に向けた取組を加速している。具体的には国内でのＣ

ＣＳ大規模実証、安全性評価に係る技術開発やコスト削減

のための技術開発等の取組を実施した。 

  

（１）二酸化炭素削減技術実証試験  

  北海道苫小牧市において、製油所から排出されるガスか

らＣＯ２を分離・回収し、地中（地下 1000ｍ程度）へ貯留

するＣＣＳ実証試験を実施している。2012 年度からの４

年間は、ＣＣＳ実証試験の準備期間として、ＣＯ２分離・

回収設備の設計・調達・建設、ＣＯ２を地中に圧入・貯留
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するための坑井の掘削等を実施しており、2015 年度はＣ

Ｏ２分離・回収設備の建設及び試運転、ＣＯ２を圧入・貯

留するための坑井の掘削等を実施した。 

 

（２）安全性評価技術の高度化に資する研究開発 

 ＣＣＳの実用化に当たっては、その安全性を適切に評価

しつつ進めることが重要であることから、国内外で実施さ

れている実証・実用化事業と相互に連携しながら、ＣＣＳ

実施における安全性評価に必要な基盤技術や手法の開発、

社会的信頼の醸成を重点的に実施している。具体的には、

ＣＣＳの安全性評価に関する基盤技術を確立させるため、

日米共同研究なども活用し、常時観測モニタリング手法の

開発や、ＣＯ２の長期挙動シミュレーション手法の高度化

などに取り組んだ。 

 

（３）二酸化炭素回収技術の高度化に資する研究開発 

 ＣＣＳ技術の実用化に当たっては実施に要するコスト

の大部分を占めるＣＯ２の分離・回収に係るコストの低減

が課題となっている。 

このため、ＣＯ２分離・回収コストの大幅な低減に向け

て、高効率な回収が可能なアミン吸収材を固体に担持した

新規の固体吸収材の開発や、石炭ガス化発電等で発生する

比較的高い圧力を有するガスからＣＯ２を効率的に分離

できる膜技術の開発等を実施した。 

 

（４）二酸化炭素貯留適地調査 

平成 17 年度二酸化炭素地中貯留技術研究開発成果報告

書（公益財団法人地球環境産業技術研究機構）によると、

国内には合計で 1,450億トン以上のＣＯ２貯留ポテンシャ

ルがあると試算されているが、これは限られた基礎データ

に基づく推定であり、地質の不均質性を考慮すると、個々

の候補地点の貯留ポテンシャルには大きな不確実性があ

る。 

このため、国内の海域における有望なＣＯ２貯留可能地

点を特定することを目的に、大きな貯留ポテンシャルを有

すると期待される地点を対象として、地質調査等を進めて

いる。2015 年度においては、２次元弾性波探査や既存デ

ータの解析等を実施し、今後のより詳細な地質調査に向け

た計画を策定した。 

 

（５）地球環境国際研究推進事業 

地球温暖化問題の解決に向け、諸外国の先進的研究開発

との連携や、途上国での技術の普及・人材育成などを実施

している。具体的には、今後 100年にわたる世界の経済社

会の持続的発展を目指し、次期ＩＰＣＣで議論される温室

効果ガス排出シナリオ及びその実現のための方策を提示

するための分析や、気候変動技術イニシアティブ（Climate 

Technology Initiative：ＣＴＩ）等の国際的な枠組を活

用した諸外国との協力・発展途上国への技術移転等に係る

取組を実施した。 

 

図  二酸化炭素回収・貯留技術の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．廃棄物・リサイクル対策 

３．１．各種リサイクル法の施行状況 

（１）資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関

する法律） 

資源有効利用促進法の施行状況を定量的、定性的に把握

することを目的に、副産物の発生状況に関する調査（副産

物調査）、及び同法の省令で定める事項の施行状況に関す

る調査（施行状況調査）からなる「資源有効利用促進法施

行状況調査」を実施した。副産物調査では、産業界から発

生する副産物の実態について業種別・種類別の整理を行い、

対前年度比較等を実施した。また、施行状況調査では、事

業者における３Ｒの取組状況等について、業種・製品別に

把握・整理を行った。これらの結果概要を経済産業省ホー

ムページに掲載した。 

 

（２）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（容器包装リサイクル法） 

工場等

CO2は岩石中の隙間
に貯留される

CO2

CO2
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（ア）概要 

 容器包装リサイクル法（以下、「法」という。）は、家庭

ごみの中で大きな割合を占めている（容積比で約６割、

重量比で約２～３割）容器包装廃棄物を対象として、

消費者による分別排出、市町村による分別収集（選別

保管を含む、以下同じ）、事業者による再商品化という

関係者の適切な役割分担の下でリサイクルを推進する

制度である。 

 この制度の下、市町村は、一般廃棄物の処理につい

て統括的な責任（廃棄物処理及び清掃に関する法律第

６条の２）を有する中、容器包装リサイクル制度へ参

加する場合には、分別収集計画を定め、分別収集の義

務を負う（法第 10条第１項）。 

 次に、分別収集を行う市町村の住民たる消費者は、

分別排出の義務を負う（法第 10条第３項）。 

 そして、特定事業者は、再商品化義務を負う（法第

11 条第１項、法第 12 条第１項、法第 13 条第１項）。

製品の容器包装の選択・決定をする者が再商品化義務

を負うことにより、再商品化費用は内部化される。 

（イ）制度の見直し 

その後、法附則第４条に基づき、2013 年９月から、産

業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル

小委員会容器包装リサイクルワーキンググループ及び

中央環境審議会循環型社会部会容器包装の３Ｒ推進に

関する小委員会合同会合において制度見直しの検討を

進め、2016 年５月に「容器包装リサイクル制度の施行状

況の評価・検討に関する報告書」が取りまとめられた。 

 報告書では、一定の成果を上げている本制度の強靱性や

持続性を高めていくためには、より一層、社会全体のコス

ト低減を目指した効率化を図ることが必要であり、また、

各々の課題は複合的に関連していることから、個別の対策

だけでは十分な効果が得られない側面があるため、複合的

に関連する課題を総合的にとらえて対策を講じることが

重要であるとして、循環を経済性の観点から自律的に生じ

させるための各施策がまとめられた。 

（ウ）法に基づく市町村による分別収集、指定法人による

再商品化の実績（直近の 2015年度実績） 

法に基づき市町村により分別収集され、指定法人に引き

渡される容器包装廃棄物の量は、約 124万トン、再商品化

製品の販売量は、約 96万トンとなっている。 

特定事業者から指定法人への再商品化委託申込総額は

約 390億円となり、そのうち、プラスチック製容器包装が

約 350億円であり、大部分を占めている。紙製容器包装と

PETボトルは有償落札となり、有償落札分は指定法人を通

じて市町村へ支払われている。 

一般廃棄物（容器包装廃棄物以外も含む）の総排出量

（2014年度実績）は 4,432万トンとなり、法制定時（1995

年、5,069万トン）から約 13％減少している。１日１人当

たりのごみ排出量は 947ｇとなり、法制定時（1995 年、

1,138ｇ）から約 17％減少している。一般廃棄物の最終処

分場の残余年数は 20.1年となり、法施行前（1990年、7.6

年）と比較して延命化が図られている。 

 

（３）家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

（ア）家電４品目の施行状況 

2001 年４月から施行された「家電リサイクル法」は、

廃家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯

機）について、消費者による適正排出の実施、小売業者に

よる消費者からの引取り、製造業者等による指定引取場所

における引取り及びリサイクル施設における再商品化等

を推進し、おおむね順調に 15年目を終えた。 

（イ）制度の見直し 

家電リサイクル法附則第３条に基づき、施行後５年を経

過した 2006 年度から、産業構造審議会電気・電子機器リ

サイクルワーキンググループと中央環境審議会家電リサ

イクル制度評価検討小委員会の合同会合において、制度見

直しの検討を進め、2008 年２月に報告書が取りまとめら

れた。同報告書において、５年後を目途に制度検討を再度

行うことが適当とされたことから、経済産業省及び環境省

は 2013年５月に開催した第 21回合同会合において、二度

目の制度見直しの検討を開始し、2014年 10月に報告書が

取りまとめられた。 

（ウ）引取りの状況 

2015年度（2015年４月～2016年３月）に、全国の指定

引取場所で引き取った廃家電４品目は、合計約 1,088万台

（前年度比約２万台増）である。 

（エ）家電リサイクルプラントの状況 

2015 年度家電リサイクルプラントに搬入された廃家電

は、リサイクル処理によって鉄、銅、アルミニウム、ガラ

ス、プラスチック等が有価物として回収され、全社におい
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て法定基準を上回る再商品化率が達成された。全体では、

エアコン 93％（法定基準 80％）、ブラウン管式テレビで

73％（同 55％）、液晶・プラズマテレビで 89％（同 74％）、

冷蔵庫・冷凍庫で 82％（同 70％）、洗濯機・衣類乾燥機で

90％（同 82％）と、法定基準を上回る再商品化率が達成

された。 

また、エアコンの冷媒フロン類は約 1,505トン、冷蔵庫・

冷凍庫の冷媒フロン類は約 210 トン、洗濯機の冷媒フロ

ン類は約 15 トン、冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロン類は約

334トンが回収、破壊された。 

 

図 2015年度 廃家電４品目の再商品化実施状況 

 

 

（４）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食

品リサイクル法） 

（ア）再生利用等実施率目標 

食品廃棄物等の発生抑制や減量化を計画的に推進する

ため、基本方針を策定し、食品循環資源の再生利用等の実

施目標を業種別に定めている。 

目標は以下のとおり。 

食品製造業：95％(95％) 

食品卸売業：70％(58％) 

食品小売業：55％(46％) 

外食産業：50％(24％) 

※（ ）内は 2014年度統計実績。 

（イ）省令等の改正及び新たな基本方針の策定 

2015 年３月に農林水産省食料・農業・農村政策審議会

から農林水産大臣に、同年４月に環境省中央環境審議会か

ら環境大臣になされた答申を踏まえ、2015 年７月に改正

省令や新たな基本方針等が公布された。 

改正省令等においては、再生利用手法の優先順位を１．

飼料化、２．肥料化、３．メタン化等の飼料化・肥料化以

外の再生利用とすること等が規定されるとともに、再生利

用等実施利用率の引き上げや新たに５業種についての発

生抑制の目標値が盛り込まれた。 

（ウ）再生利用等促進のための制度執行状況（経済産業省

所管） 

再生利用事業計画（新規）を２件認定した。 

 

（５）使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リ

サイクル法） 

（ア）概要 

使用済自動車は、有用金属･部品を含み資源として価値

が高いものであるため、従来から解体業者や破砕業者にお

いてリサイクル・処理が行われてきた。 

他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車

から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高ま

っていた。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の

不安定な変動により、従来のリサイクルシステムは機能不

全に陥りつつあり、不法投棄や不適正処理の懸念も生じて

いる状況であった。 

このため、市況に左右されない安定した自動車リサイク

ルシステムの構築が求められ、自動車製造業者等を中心と

した関係者の役割と責任を明確にした新たな仕組みを構

築した。 

（イ）施行状況 

2015年９月 14日に開催された産業構造審議会自動車リ

サイクルワーキンググループ・中央環境審議会自動車リサ

イクル専門委員会第 43回合同会議において、2014年度の

自動車リサイクル法施行状況が報告され、有識者による評

価が行われた。リサイクル率の達成状況、リサイクル料金

の預託状況、不法投棄・不適正保管の状況については以下

のとおり。 

(A) リサイクル率の達成状況 

 シュレッダーダスト（ＡＳＲ）とエアバッグ類のリ

サイクルを推進するため、自動車リサイクル法では、

法施行時から段階的に高めていく形で、事業者が達成

すべきリサイクル率の基準を定めている。 

 2015 年度は、シュレッダーダスト（ＡＳＲ）とエア

バッグ類それぞれについて、基準を大きく上回るリサ

イクル率を達成した。 

 基準 実績 

ＡＳＲ 50（2010年度～） 96.8～98.1 

ブラウン管式 液晶・プラズマ式

［千台］ 2,355 1,551 1,033 2,799 3,139
［千台］ 2,333 1,708 1,061 2,799 3,109
［トン］ 96,370 43,703 21,177 173,861 117,726
［トン］ 89,646 32,258 14,806 150,913 110,294

［％］ 93% 73% 89% 82% 90%

鉄 ［トン］ 27,166 4,695 9,022 70,635 51,332

銅 ［トン］ 6,652 1,647 236 3,436 2,240
アルミニウム ［トン］ 8,308 28 756 1,198 1,995
非鉄・鉄など混合物 ［トン］ 31,025 231 346 20,298 13,856
ブラウン管ガラス ［トン］ － 15,838 － － －
その他の有価物 ［トン］ 16,495 9,819 8,628 47,019 37,481

総重量 ［トン］ 89,646 32,258 18,988 142,586 106,904

＊値は全て小数点以下を切捨て
＊「その他の有価物」とは、プラスチック等である。

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機
テレビ

再
商
品
化
重
量

指定引取場所での引取台数
再商品化等処理台数
再商品化等処理重量

再商品化重量

再商品化率
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70（2015年度～） 

エアバッグ 85 94～95 

(B) リサイクル料金の預託状況（2015年３月累計） 

これまで、リサイクル料金は大きな混乱なく順調に

預託されている。2015 年度の預託台数及び預託金額は

それぞれ以下のとおり。（数字は四捨五入しており、「新

車登録時」と「引取時」を合わせた値が「合計」に一

致しない場合がある。） 

 新車登録時 引取時 合計 

台数(万台) 530 10 540 

金額(億円) 549 5 554 

 

また、2015 年３月末の累計預託台数及び預託金額残

高は、それぞれ以下のとおり。 

累計台数(万台) 預託残高(億円) 

7,843 8,409 

 

(C) 不法投棄・不適正保管の状況 

全国の都道府県等による調査によれば、不法投棄・

不適正保管の車両は以下のとおり着実に減少している。 

2004年９月（施行前）：約 22万台 

2014年３月末：約７千２百台 

これは、１.自動車リサイクル法の施行に伴い、使用

済自動車はすべて廃棄物とみなされるようになったた

め、行政側の指導が容易になったこと、２.離島対策等

推進事業が順調に進捗したこと、が主な要因と考えら

れる。 

（ウ）自動車リサイクル制度の評価・検討 

「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関す

る報告書」（2010 年１月）では、「自動車リサイクル制度

は、こうした状況変化に遅滞なく柔軟に対応し、中長期的

に適切に機能するものである必要があり、そのためには、

今後とも定期的にフォローアップを行うとともに、今回の

検討から５年以内を目途に、改めて制度の在り方について

検討を行うことが適当である。」とされている。これを受

けて、2014 年８月から 2015 年９月までの間、計 12 回に

わたって合同会議を集中開催し、「自動車リサイクル制度

の施行状況の評価・検討に関する報告書」を取りまとめた。 

 

（６）使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（小型家電リサイクル法） 

（ア）概要 

2013 年４月に施行された「使用済小型電子機器等の再

資源化の促進に関する法律」は、使用済小型電子機器等（小

型家電）の再資源化に係る事業計画について国の認定を受

けた事業者（以下、「認定事業者」という。）がその回収・

処理を行う際、本来自治体ごとに必要な廃棄物処理法の許

可を不要とし、広域で事業を行いやすくすることで、まと

まった回収量を確保し、効率的にリサイクルできるように

することを目的とした促進型の制度である。本法で対象と

する小型家電は、一般消費者が通常生活の用に供する電子

機器その他の電気機械器具のうち、効率的な収集運搬が可

能であって、再資源化が特に必要なものと定めている。 

（イ）施行状況 

同法に基づき、2016年３月までに 48件の再資源化事業

計画の認定がなされるとともに、2014 年度においては、

約５万５百トンの小型家電が市町村及び認定事業者等に

より回収され、有用金属等が再資源化されている。 

本法の基本方針において、回収量目標を年間 14 万トン

（2015 年度まで）と定める一方、市町村による回収に加

え、認定事業者が自ら又は他の事業者との連携による回収

などで創意工夫ある取組も現れてきている。こうした中で、

2015 年 12 月 11 日に産業構造審議会小型家電リサイクル

ワーキンググループと中央環境審議会小型電気電子機器

リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用

に関する小委員会との合同会合を開催し、回収量の更なる

拡大を含む小型家電リサイクル制度の推進に向けた取組

の在り方について議論を行った。 

 

３．２．レアメタルリサイクル対策 

レアメタルは自動車やＩＴ製品等の製造に必要不可欠

な素材であり、我が国の産業競争力を有する様々な先端デ

バイス・製品に用いられている。 

今後、これら製品の市場が拡大するにつれて、レアメタ

ルを含む使用済製品の排出量が増加することが見込まれ、

リサイクルによる資源確保を着実に進めていくことが必

要である。 

このため、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合

において取りまとめた「中間取りまとめ」（2012 年９月）
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では、レアメタルを含む使用済製品の排出が本格化してく

る 2010 年代後半までに、「使用済製品の回収量の確保」、

「リサイクルの効率性の向上」などの観点から対応策を講

じることにより、レアメタルリサイクルが経済的に成り立

つ状況を目指していくとされた。 

この方針に沿って、「リサイクル優先レアメタル回収技

術開発・実証」においては、次世代自動車用使用済リチウ

ムイオン電池の回収システムの構築や使用済リチウムイ

オン電池からコバルトを抽出するリサイクル技術の低コ

スト化等のための実証・技術開発に補助を実施した。 

 

３．３．アジア循環型経済社会圏構築に向けた取組 

 我が国企業のリサイクルに関する技術やオペレーショ

ンノウハウを活用し、海外でのビジネス展開を促進するた

め、実現可能性調査事業や実証事業を実施している。2015

年度には次のような取組を実施した。 

 実現可能性調査事業については、インドにおけるアルミ

ニウムスクラップリサイクル及び中国における電炉ダス

トリサイクルの事業実施可能性調査を実施した。 

実証事業については、国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）交付金を活用し、イン

ドネシアにおける廃油リサイクル、インドにおける廃電気

電子機器リサイクルに関する実証事業を実施した。 

 

３．４．３Ｒ政策普及啓発 

循環型経済システムを構築するためには、国民、事業者、

自治体などがそれぞれの役割を果たしていくことが重要

であることから、各主体が取り組む３Ｒ活動への適切な情

報提供、インセンティブ付与などが求められる。 

情報提供の取組として、３Ｒ政策ホームページを設置し

ている。また、一般向けに法制度と３Ｒの動向を解説した

「資源循環ハンドブック」を作成、配付したほか、３Ｒの

取組についてわかりやすく解説したパンフレットの配付

及びＤＶＤの貸出を実施した。 

インセンティブ付与の取組として、2015 年 10 月の３Ｒ

推進月間において、資源循環技術・システム表彰で経済産

業大臣賞（２件）及び経済産業省産業技術環境局長賞（２

件）を授与し、また、リデュース・リユース・リサイクル

推進功労者等表彰で内閣総理大臣賞（１件）及び経済産業

大臣賞（１件）等を授与した。 

 

４．産業公害対策 

４．１．大気汚染防止対策 

（１）揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制制度 

「大気汚染防止法」が 2004 年５月に改正され、法規制

と自主的取組のベスト・ミックスによるＶＯＣ排出抑制制

度が導入された。当時の中央環境審議会では、自主的取組

として、2010年度までにＶＯＣ排出量を 2000年度比で３

割程度削減することが目標とされ、産業構造審議会が協力

することで、各産業界が自主行動計画を策定して取り組ん

だ。その結果、当初目標を大きく上回る削減量（56％）を

達成することができ、2012年 12月の中央環境審議会答申

では、新たな削減目標は設定せず、従前のＶＯＣ排出抑制

制度が継続されることとなった。 

これを受け、2013年 11月の産業構造審議会産業技術環

境分科会産業環境対策小委員会において、事業者等による

ＶＯＣ排出抑制のための自主的な取組を継続し、同委員会

において、毎年度フォローアップを実施することとなった。 

2016 年３月に開催された同委員会では、自主的取組参

加 40団体（約 7,300社）による 2013年度のＶＯＣ排出量

は、2000年度比約６割減の約 18万トンであり、原料等の

代替等により継続してＶＯＣの排出が抑制されているこ

とを確認するとともに、本取組及びフォローアップを継続

することが決定された。 

 

（２）水銀に関する水俣条約（大気排出部分） 

「水銀に関する水俣条約（水俣条約）」は、水銀が人の

健康及び環境に及ぼすリスクを低減させるため、水銀に対

して、産出、使用、環境への排出、廃棄等そのライフサイ

クル全般にわたって包括的な規制を行う初めての条約で

ある。2013年 10月に本条約が採択されたことを受け、条

約の的確かつ円滑な実施を確保するため水銀等の排出の

規制を追加する改正大気汚染防止法を 2015 年 6 月に、ま

た、規制対象となる水銀抑制施設の範囲等を定める改正施

行令を同年 11 月に公布した。さらに同改正法において自

主的取組が求められる要排出抑制施設の範囲や水銀排出

施設の排出抑制策等について検討を行った。 

2016 年３月に開催された産業構造審議会産業技術環境

分科会産業環境対策小委員会では、水銀の大気排出抑制に

係る検討状況について報告するとともに、同委員会におい
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て要排出抑制施設の設置者の自主的取組をフォローアッ

プすることが決定された。 

水俣条約締約国が参考にすることとなる「利用可能な最

良の技術（ＢＡＴ）／環境のための最良の慣行（ＢＥＰ）

ガイダンス（ガイダンス）」については、2015年９月にス

トックホルムで技術専門家会合が開催されて、素案作成作

業が進められ、2016 年３月の政府間交渉委員会（ＩＮＣ

７）において、暫定版が採択された。我が国からは、岐阜

大学大学院の守富教授が参加し、我が国の環境保全技術の

掲載に尽力した。 

 

（３）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オ

フロード法） 

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフ

ロード法）」が 2005年５月に制定され、一定の技術基準を

満たすオフロード車の使用義務等が開始された。 

2015 年６月、特定特殊自動車の使用者に対する技術基

準適合命令、指導・助言、報告徴収及び立入検査について

都道府県知事に自治事務として権限を移譲するためのオ

フロード法を含む関係 17 法律を束ねた「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」が成立した。 

 

４．２．水質汚濁防止対策 

「水質汚濁防止法（水濁法）」に基づく、有害物質に規

定されている、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の項目につ

いては 2001 年に、1,4-ジオキサンについては 2012 年に、

一律排水基準が設定されたが、その一律排水基準が技術的

に達成困難な業種に対しては、暫定排水基準が設定されて

いる。経済産業省では、暫定排水基準の適用を受けている

経済産業省所管の業種（ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造

業、粘土瓦製造業、貴金属製造・再生業、電気めっき業、

金属鉱業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造

業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業、

ポリエチレンテレフタレート製造業、エチレンオキサイド

製造業及びエチレングリコール製造業）に対し、事業者の

効果的な取組を促すことを目的として、一律排水基準の移

行に向けた取組状況や排水処理技術に関するフォローア

ップを実施した。具体的には、排水処理技術検討会（工業

分野検討会）を開催し、事業者が対象物質における排水基

準の達成に向けた取組を説明、その取組に対し、委員であ

る専門家からアドバイスを行う事で、改善の促進を図った。 

2015 年５月に適用期限を迎えた 1,4-ジオキサンについ

ては、感光性樹脂製造業が暫定排水基準から一律排水基準

に移行した。 

 

４．３．ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）問題 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ： Poly Chlorinated 

Biphenyl）廃棄物の処理については、「ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ

特措法）」に基づき、ＰＣＢ廃棄物の保管状況等の届出、

一定期間内（2027 年３月末まで）の処分及び中間貯蔵・

環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）による拠点的な広域

処理施設の整備（北海道、東京、豊田、大阪、北九州の５

事業所）等、処理体制の整備が進められ、ＰＣＢ廃棄物の

処理が実施されてきた。 

2016 年３月、高濃度ＰＣＢ廃棄物の一日も早い確実な

処理完了を達成するため、高濃度ＰＣＢ使用製品の廃棄の

義務付け、報告徴収・立入検査権限の強化等を内容とする

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 

経済産業省としても、事業者によるＰＣＢ廃棄物の処理

促進を図るため、2016 年２月から３月にかけて、環境省

と共に全国６箇所で説明会を実施した。 

 微量ＰＣＢ廃棄物の処理については、リスクに応じた処

理の仕組みの検討が求められており、2014年６月に閣議

決定された「規制改革実施計画」にも位置づけられている。

このため、経済産業省と環境省は、2014年から微量ＰＣ

Ｂ廃棄物等の適正処理に関する研究会を開催している。具

体的な検討は、同研究会の下に設置された課電自然循環洗

浄法検討ＷＧと新たな処理方策検討ＷＧにおいて進めて

おり、2015年３月には課電自然循環洗浄法を用いて使用

中の微量ＰＣＢ含有電気機器の洗浄を行う具体的な手順

を示した「微量ＰＣＢ含有電気機器課電循環洗浄実施手順

書」を作成し、2015年度は、説明会を通じた課電自然循

環洗浄法の普及を行った。また、新たな処理方策検討ＷＧ

を２回開催し、引き続き技術的検討を行った。 

 

４．４．バーゼル条約関連 

廃鉛蓄電池などの特定有害廃棄物等に該当する貨物を
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輸出入する際には、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制

に関する法律（バーゼル法）」の規定を踏まえ、外国為替

及び外国貿易法に基づく経済産業大臣の承認等が必要と

なる。バーゼル法を円滑に執行するため、経済産業省と環

境省は、事業者が輸出入しようと考えている貨物がバーゼ

ル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かにつ

いて、事前相談を行っている。あわせて、輸出入業者等の適

正な輸出入の促進のために、経済産業省と環境省は、バーゼ

ル法等の説明会を実施しており、2015年度は全国 11か所で

開催した。 

なお、2015 年における特定有害廃棄物等の輸出の状況

は、件数は 964件、総量は 172,622 トン、品目は主に、廃

鉛蓄電池、石炭灰、鉛灰であり、金属回収等を目的とする

ものだった（参照：図１）。また、2015年における特定有

害廃棄物等の輸入の状況は、件数は 902件、総量は 38,511

トン、品目は主に、電子部品スクラップ、金属含有スラッ

ジ、電池スクラップ（ニッケルカドミウム、ニッケル水素、

リチウムイオン等）であり、金属回収等を目的とするもの

だった（参照：図２）。 

バーゼル条約第８回締約国会議（2006年）における「電

気電子機器廃棄物（E-waste）の適正処理に関するナイロ

ビ宣言」以降、作業及び議論されてきた E-waste及び使用

済み電気電子機器の越境移動に関する技術ガイドライン

については、2015年５月のバーゼル条約第 12回締約国会

議において、次回締約国会議で議論が終結していない部分

の結論を得て最終化されることを前提として採択された。 

 また、経済産業省及び環境省は、特定有害廃棄物等の輸

出入に係る移動書類の様式を国際様式に準拠させ、事業者

の利便性の向上及び事業者の手続き事務の負担軽減を図

るため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法

律施行規則」（経済産業省・環境省令）及び「特定有害廃

棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に

関する省令」（経済産業省令）を改正し、2015年９月に公

布・施行した。 

 

 

 

 

 

 

図１ バーゼル輸出グラフ 

 

図２ バーゼル輸入グラフ 

 

４．５．公害防止管理者制度 

公害防止管理者制度は、産業公害の未然防止を図るため、

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に

基づき、特定の公害発生施設を設置する工場の事業者に対

し、施設の区分ごとに公害防止統括者、公害防止主任管理

者、公害防止管理者及びこれらの代理者の選任を義務づけ

るものである。 

2015 年は我が国企業における公害防止管理の実態把握、

公害防止管理者制度や公害防止管理に関する施策の評価

等について、調査・分析を行うために「公害防止管理の在

り方に関する調査」を実施した。 

2016 年３月、産業構造審議会産業技術環境分科会産業

環境対策小委員会において、上記調査結果を踏まえ、公害

防止管理者制度の在り方について検討を行い、公害防止管

理者制度の重要性は変わらず、現状制度を維持することが

了承された。 

また、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びその代

理者については、国家試験の合格又は資格認定講習の修了

による資格取得者であることを選任の要件としている。少
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子化などの影響もあり、近年は国家試験の受験申込者が減

少傾向となっており、2015 年度においては、29,129 名と

2014 年度から 733 名減少した。2015 年度の公害防止管理

者国家資格の取得者数は、8,818名であり、国家試験及び

資格認定講習の内訳は、以下のとおり。 

国家試験 

 受験申込者：29,129名 

 合格者数：6,525名 

資格認定講習 

 受講者数：3,121名 

 修了者数：2,293名 

  

４．６．環境影響評価制度 

環境影響評価法は、一定規模以上の道路、飛行場、発電

所等 13事業を対象に、あらかじめ環境影響評価（環境ア

セスメント）を行うことを義務づけている。 

近年の取組としては、2012年 11月の経済産業省と環境

省による「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等

に関する連絡会議」中間報告を踏まえ、発電所に関する環

境アセスメントの審査期間の短縮に取り組んでいる。2015

年度は、国と自治体の審査を同時並行で進めること等によ

り実質的な審査期間を確保した上で、火力発電所は、方法

書の審査において、知事意見の提出からは平均 14日（実

績６件、従来 30日程度）、準備書の審査において、平均

21日（実績１件、従来 90日程度）で経済産業大臣の勧告

を行い、評価書の審査においては、評価書の届出から、平

均５日（実績１件、従来 30日）で経済産業大臣の確定通

知を行った。 

また、2013 年４月の経済産業省及び環境省による「東

京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議」において、

１.新電力を含む電力業界全体のＣＯ２排出管理により対

応することを基本とし、電力業界にそのための取組を促す

こと、２.環境アセスでは、建設中の最新技術の採用の可

能性も検討した上で、商用運転を開始している最新鋭の発

電技術以上の技術を採用することを求めること等が合意

された。また、2015 年７月には、本合意を踏まえた電力

業界の自主的取組が公表された。 

 これらの動きを受け、火力発電所の環境アセスメント手

続きが進められ、本合意以降 2015 年度末までに、計画段

階環境配慮書審査手続完了が 17 件、準備書審査手続完了

が７件、アセス審査手続完了が６件となっている。 

さらに、2016 年２月、環境大臣及び経済産業大臣は、

電力業界の自主的枠組みの実効性を確保するための仕組

みとして、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭

和 54 年法律第 49 号）」や「エネルギー供給事業者による

非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有

効な利用の促進に関する法律（平成 21 年法律第 72 号）」

等の政策的な対応措置の導入について合意した。 

 

４．７．税制、財政投融資による公害防止設備投資支援 

 事業者の公害防止対策に対する取組を支援し、環境対策

の推進及び良好な生活環境の保全を図るために、企業の公

害防止設備投資について、税制及び財政投融資による支援

措置を実施している。 

税制については、公害防止設備に係る固定資産税の課税

標準特例制度について、地域決定型地方税制特例措置（わ

がまち特例）により、特例率 1/3 を参酌して 1/6～1/2の

範囲内において市町村の条例で定める割合とした上で、

2014 年度から２年間の期限で税率の軽減が行われている。 

 財政投融資については、株式会社日本政策金融公庫「環

境・エネルギー対策資金」において、ばい煙や汚水・廃液

等の対策を行う公害防止施設、アスベスト除去工事、建設

機械等を取得するために必要な設備資金等の低利融資を

実施しており、2015 年度から１年間の適用期限の延長を

行った。 

 

４．８．国際環境協力 

我が国の優れた環境技術の海外展開と相手国の環境対

策の推進を促進する観点から、国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術開発機構（ＮＥＤＯ）を通じて以下の事業

等を実施した。 

○環境・医療分野国際研究開発・実証プロジェクト 

（公害防止分野） 

・中国における実証設備を用いた汚泥処理と資源化

利用の実証プロジェクト 

・マレーシアにおける金属廃液・汚泥から有用金属

を回収し、汚泥を削減する技術のＦＳ調査 

  

５．環境配慮型産業の振興施策 

５．１．環境に配慮した企業経営の推進 
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 企業が発行した環境報告書をデータベース化した「環境

報告書プラザ」において、利用状況やニーズ、環境情報の

公表に関する意識調査を行うとともに、約 850の企業・団

体の報告書を掲載・提供するウェブサイトとして、更なる

利用上の充実を図った。 

 

５．２．カーボンフットプリントを活用したカーボン・オ

フセット制度の推進 

カーボンフットプリントコミュニケーションプログラ

ム（ＣＦＰプログラム）又はＭｉＬＣＡにより、製品の原

材料調達から製造、使用、廃棄までのライフサイクル全体

又はその一部の温暖化ガス排出量を算定した事業者が、別

途取得した同量のクレジットによる埋め合わせ（カーボ

ン・オフセット）を行ったことを事務局が認証し、製品等

への認証マークの使用を認める「ＣＦＰを活用したカーボ

ン・オフセット制度」を実施した。また、ＣＦＰを活用し

たカーボン・オフセット制度による認証を受けた製品・サ

ービスに、環境に配慮した製品等と交換が可能なポイント

を付けて流通させる「どんぐりポイント制度」を実施した。

制度の周知等を促進し、2015年度においては、「ＣＦＰを

活用したカーボン・オフセット制度」については 38 事業

者 135製品・サービスが参加し、「どんぐりポイント制度」

については、33事業者 104製品・サービスの参加を得た。 

 

５．３．環境負荷可視化に係る国際動向 

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を活用した環境

負荷の「可視化（見える化）」に関する国際動向の活発化

を受け、我が国産業界等への情報提供をおこなうためのワ

ークショップ「ＬＣＡ手法を活用した環境負荷可視化に係

る最新動向と今後の取組に向けて－欧州環境フットプリ

ントとＬＣＡデータベースの国際協調－」や、有識者を招

聘し勉強会及びワーキンググループを開催する等、我が国

産業の先進性が適切に評価される枠組み作りの促進に向

け、学界、産業界、各種団体による議論や意見交換を実施

した。 
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